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2017 年度 大阪市への政策・予算要請に対する回答 2017 年 3月 30日 

要請内容 回答内容 

１.雇用・労働・ＷＬＢ施策 

(1)雇用・就労対策の充実・強

化について（★） 

①大阪雇用対策会議の開催に

ついて 

大阪版地域雇用戦略会議に

位置づけた「大阪雇用対策会

議」で関係団体が有機的連携を

はかり、働き方改革や雇用形態

の多様化に伴う処遇格差の改

善など、幅広く実効性ある雇用

対策に取り組むこと。また、親

会議を開催し、トップ層の発信

力や影響力（働きかけ）を最大

限引き出すこと。 

本市も参画する大阪雇用対策会議は、公労使 8者で構成されており、

大阪版地域雇用戦略会議として、「府域の雇用の安定・創出」に取り

組んでおります。 

 これまで、「緊急雇用対策プラン」の策定、大阪府との連携による

「大阪における雇用実態把握調査」、構成機関の緊密な連携・協力に

よる各種雇用対策事業の実施など、その時々の情勢や課題に対応した

様々な取組を実施してまいりました。 

 今後とも、各構成団体とも連携して雇用失業情勢の改善に向けて取

り組んでまいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

(2)地方創生交付金事業を活用

した就労支援について 

 地方創生交付金事業で「若者

の雇用安定」、「女性の活躍推

進」、「ＵＩＪターン」などを推

進されるが、特に若年層の定着

支援と魅力ある中小企業の発

見・情報発信事業の充実をはか

り、業績評価指標で事業を検証

すること。また、就業ニーズの

高い介護・福祉分野の定着支援

施策として処遇改善助成金等

を検討すること。 

本市では、現在、地方創生交付金を活用し、若者・女性に対する就

労支援に力を入れて取り組んでおります。 

市内 5か所の「しごと情報ひろば」でのキャリアコンサルタントに

よる職業相談・職業紹介をはじめ、一人ひとりのニーズや可能性に応

じた就業支援施策を各就業支援機関とも連携しながら推進しており

ます。 

また、働く意欲はあるが就職に結びついていない若年未就業者や再

就職希望者等に対して、キャリアデザインセミナーの開催や合同企業

説明会を開催するとともに、内定者向け研修の実施など定着に向けた

支援も行っております。 

 引き続き、働くことの意義を自覚し、自分の適性を考え仕事を探す

ことができるようにするため、ガイダンスを開催することや、中小企

業をはじめとした多様な分野の様々な規模の企業等とのマッチング

の機会を幅広く提供することにより、若者の安定雇用に向けた取組を

進めてまいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

 

介護職員の処遇改善につきましては、介護保険が全国統一の制度で

あり、国による適切な介護報酬の設定により対応すべきものであるこ

とから、本市として指定都市共同提案などの機会を通じ、国に対し引

き続き要望を行っております。 

なお、現在、国においては、平成29年度介護報酬改定により月額平
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均10,000円程度の介護職員の処遇改善が検討されているところです。 

【福祉局 高齢者施策部 介護保険課指定・指導グループ】 

(3)産業政策と一体となった基

幹人材の育成について 

大阪の基幹産業である「もの

づくり」の人材育成に向けて、

経済産業省の補助事業で改善

活動の指導者養成機関となる

「カイゼンスクール」の設置や

高度な技能をもった「ものづく

りマイスター」を養成するこ

と。また、中小企業や教育訓練

機関に対して、若年技能者への

実技指導や講師派遣を広く行

うとともに、民間企業の最新設

備を活用した実習プログラム

の導入など、効果的な技能の継

承と後継者育成を行うこと。 

本市では、人材確保をめざす企業と工業高校の進路担当者等との交

流会の開催や、中小企業で働く優秀な技能者を表彰する「大阪市中小

企業技能功労者表彰」などに取り組んでおります。 

引き続き、大阪の基幹産業である「ものづくり」人材の育成や技能継

承等の取り組みを行ってまいります。 

【経済戦略局 産業振興部 産業振興課（産業振興担当）】 

(4)地域就労支援事業について 

未就職の若者、障がい者、ひ

とり親家庭の保護者、中高年齢

者への就労支援は、地域就労支

援センターで実施しているが、

取り組みに温度差が生じてい

る。市町村の事業実績を検証す

るとともに、「大阪府・市町村

就労支援事業推進協議会」を活

用し、好事例等の共有をはか

り、地域就労支援事業を強化す

ること。 

 また、「地域労働ネットワー

ク」の社会資源を積極的に活用

し、地域における労働課題を集

約するとともに、多様な構成団

体が、中小企業・地場産業との

社会対話を増やし、有機的な連

携で就労支援ならびにネット

ワーク事業を拡充すること。 

本市では、働く意欲はあるが、なかなか就労に結びつかない就職困

難者に対する雇用・就労支援（地域就労支援事業）として、大阪市地

域就労支援センター及び区役所(センターが巡回を行っている 11 区)

で、専門の相談員による就労相談等を実施しております。 

また、天下茶屋、西淀川、平野の大阪市しごと情報ひろばでは、ハ

ローワークとの一体的運営を行うことにより豊富な求人情報を提供

するなど、職業相談・職業紹介をはじめ、様々な就労支援を行ってお

ります。 

 これら事業実施に当たっては、各方面との連携・協力は不可欠であ

り、大阪市・北河内地域ブロック部会への参加など、府・他市町村と

の連携・情報交換に努めています。 

 今後とも、「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」や「地域労

働ネットワーク」等を活用し、他団体との連携・協力を図り、一人で

も多くの方が就労につながるよう支援を進めてまいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

(5)生活困窮者自立支援の充 本市においては、自立相談支援機関を行政区ごとに設置し事業実施
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実・強化について 

生活困窮者自立支援法が

2015 年 4 月に施行されたが、

就労準備や就労訓練の支援メ

ニュー利用が少なく、生活・暮

らし相談が中心となっている。

相談初期におけるアセスメン

トの強化と重層的な相談体制

の構築に向けて、支援員を適正

に配置すること。また、出口支

援となる就労訓練事業への予

算措置をはかり、生活困窮者自

立支援事業の推進体制を強化

すること。 

していますが、事業実施にかかる経費が国庫負担基準額を大幅に超過

しており、現状では相談員を増員することについては大変厳しい状況

にあり、引続き必要な財源措置を行うよう国へ要望をしてまいりま

す。 

 また、就労支援を一層進めていく必要性は十分認識しており、就労

訓練事業の取組み強化についても、今後、検討していきたいと考えて

います。 

【福祉局 生活福祉部 自立支援課】 

(6)ホームレス就業支援事業に

ついて 

ホームレス自立支援特別措

置法の延長期限を 2017 年 8 月

に迎える。これまで取り組んで

きた職業能力に応じた求人開

拓や就業の機会確保などは、事

業ニーズも高く、引き続き国の

責任において本事業が継続さ

れるよう、大阪府と連携し、国

へ働きかけること。 

また、生活困窮者自立支援法に

おいても、ホームレス自立支援

特別措置法の趣旨が明確に位

置づけられるよう併せて要望

すること。 

ホームレス自立支援問題解決のためには、求人開拓や就業機会の確

保が重要な役割を担っています。そのため、ホームレス就業支援事業

をより効果的なものとするために、民間の就業機会の確保に向けた施

策の充実とともに、就業機会を提供する自立支援策を引き続き国の責

任において講じるよう、国に対して府や他の主要自治体と連携して、

国へ働きかけております。 

また、ホームレス問題は、様々な社会的、経済的要因が複合してお

り、一自治体だけでの対応には限界があります。そのため、ホームレ

ス対策事業については、国の責務により多様な施策を進めるため、特

別措置法及び国の基本方針に定める施策を総合的に推進するため、生

活困窮者自立支援法の充実を図り、同法の中においてホームレスの位

置づけを明確にするよう要望しているところです。 

【福祉局 生活福祉部 自立支援課】 

(7)労働法制の周知・徹底と労

働相談体制の充実について 

改正をむかえた各種労働法

制については、労使紛争の未然

防止の観点から行政、企業、経

営者団体等に周知・徹底をはか

ること。また、近年増加する個

別労使紛争の相談内容である

「いじめ・嫌がらせ」に関連す

国では、悪質な企業に対する対応策として、全国的な電話相談や事

業所への立ち入り調査等を行うなど、取組みの強化を図っており、市

内の 6カ所の労働基準監督署や大阪府総合労働事務所において労働相

談が実施されております。本市には勧告など指導権限がなく、労働相

談は実施しておりませんが、本市が開設し職業紹介などを行う「しご

と情報ひろば」における就労相談等を通じて適切な助言や情報提供等

を行うとともに、必要に応じて国や大阪府の関係機関をご案内してお

ります。 

今後も、国・大阪府等との連携を図り、安心して働くことができる
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るハラスメント対策の強化と

併せて、労働相談体制の充実を

はかること。 

職場環境づくりを促進するため、労働関係法令の遵守や労働安全衛生

活動の周知などの取組みを進めてまいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

(8)いわゆる「ブラック企業」

対策について 

長時間労働の強要や残業代

カットなど過酷な労働条件で

働かせる企業、いわゆる「ブラ

ック企業」や「ブラックバイト」

が社会問題化している。労働基

準監督行政である大阪労働局

で連携をはかり、若年就業者だ

けでなく、新規開業企業経営者

にも雇用労働相談センター等

を活用し、労務管理を含めたワ

ークルール指導を行うこと。ま

た、悪質な企業には府独自の罰

則条例等を検討し、適切かつ厳

しい対策を講じること。 

国においては、「青少年の雇用の促進等に関する法律」が平成 27年

10月 1日から施行され、青少年に係る雇用管理状況が中小企業を対象

に、厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する制度が

スタートしました。さらに、平成 28 年 3 月 1 日には、青少年の適職

の選択に関し、求人の不受理及び青少年雇用情報の提供に関する規定

が施行されました。 

 本市といたしましても、「しごと情報ひろば」における職業相談等

を通じて適切な助言や情報提供等に努めてまいります。 

また、引き続き国及び大阪府等との連携を図り、安心して働ける職場

環境を確保するため労働関係法令の遵守や労働安全衛生活動の周知

などの取組を進めてまいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

(9)仕事と生活の調和推進と女

性の就業支援について（★） 

女性の活躍推進については、

各団体が連携した取り組みを

行っているが、女性の就業継続

に向けたスキルアップや再就

業支援施策の充実をはかるこ

と。また、大阪の女性就業率は、

「男女の役割分担意識の強さ」

が影響し、全国平均よりも低く

なっていることが考えられる。

仕事と生活の調和推進に向け

て、延長された次世代育成支援

対策推進法の取り組みを一層

進めるとともに、特に男性の意

識改革に向けた施策の充実を

はかること。 

 大阪における女性の就業率は全国に比べ低く、とりわけ出産、育児

期に就業率が落ち込む、いわゆるＭ字型カーブの谷が顕著に表れてい

ます。このような状況を解消するため、ライフステージに応じて女性

が多様な働き方を選択できるよう支援するとともに、女性が働き続け

られる職場環境の整備に取り組むことが求められています。 

意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり、仕事と生活の両立

（ワーク・ライフ・バランス）支援、男性の育児や家事・地域活動へ

の参画支援を積極的に推進する企業等を、市が一定の基準に則り認証

し、当該の企業等が社会的に認知されることでその取組みが広く普及

するよう、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業を平

成 26年 10月より実施し、女性が活躍し続けられる環境整備に取り組

んでいます。 

さらに、出産や育児などでいったん離職した女性の仕事復帰のため

には、男性自身も自らの働き方を見直し、互いの責任を分かち合いな

がら家事、育児等を担うなど、男性の理解と協力が不可欠であること

から、男性が気軽に家事、育児等についての自身の行動や考え方を診

断できるイクメン・カジダン・イクボス（※）チェックシートを作成

するとともに、チェックシートに対する企業の管理職や従業員の回答

内容等もふまえ、男性の家庭への参画や仕事と生活の両立について考

えるフォーラムも平成 28年 3月に実施いたしました。 また、今年度
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から 8月を大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間として、大阪き

らめき応援会議と共同して啓発に取り組んできました。 

現在、策定している第 2次男女きらめき計画においても、女性の多

様な働き方の実現のため、女性の能力開発や継続就業等の支援や再就

職の支援に取り組むこととしており、今後も取組みを進めてまいりま

す。  

※イクメン（＝育メン）・・・イケメンが変化したもので、育児を積

極的に率先して行う男性、育児を楽しんで行う男性を意味する。  

※カジダン（＝家事ダン）・・・家事を楽しみ、積極的に取り組む男

性を意味する。  

※イクボス（＝育ボス）・・・従業員や部下の育児参加、特にイクメ

ンに理解のある経営者や上司（＝ボス）を意味する。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 男女共同参画課】 

 

本市におきましては、しごと情報ひろばを市内に 5か所開設し、仕

事を求める市民の方への就労支援を行っております。とりわけ、しご

と情報ひろばマザーズにおいては、女性相談員による対応や相談時の

一時保育など女性のニーズに応じた職業相談・職業紹介を行うととも

に、面接対策セミナーといった就職活動に役立つセミナーを開催する

など、女性の就労を支援しております。 

 また、国の地方創生交付金を活用し、仕事と家庭の両立支援セミナ

ーや「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」など女性の活躍を積

極的支援する企業が参加する合同企業説明会を開催するなど、女性の

就労支援の充実を図っております。 

 さらに、前述の取組の中で、大阪労働局や OSAKAしごとフィールド

など、他の就労支援機関の取組の周知にも努めております。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

２.経済・産業・中小企業施策 

(1)特区制度を活用した外国人

家事支援人材の受け入れにつ

いて 

2016 年から当面、大阪市に

おいて、家事の負担を抱える

方々の活躍推進や家事支援ニ

ーズに対応するため、外国人家

事支援人材を受け入れる事業

が開始された。よって、大阪府

第三者管理協議会で特定機関

の基準確認および外国人家事

特定機関の基準確認及び外国人家事支援人材の保護に関する取組

については、国の機関（内閣府、入国管理局、労働局、経済産業局）

及び大阪府・市で構成する大阪府第三者管理協議会（平成 28 年 6 月

15日に設置）で適正に対応することとなっております。 

【経済戦略局 立地推進部 立地推進担当（特区担当）】 
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支援人材の保護に関する取り

組みをチェックされるが、後退

することがないよう管理体制

を構築すること。 

(2)観光産業の強化と外国人観

光客へのマナ―周知について 

訪日外国人観光客を受け入

れる環境の充実に向けて、案内

所の増設および案内員の増員、

外国人向け府域 Wi-Fi の環境

整備、ＱＲコードやＩＣＴを活

用した多言語情報提供案内の

普及促進をはかること。また、

問題となっている外国人観光

客用の宿泊施設不足や大型観

光バス駐車場の整備など、大阪

府や経済団体と連携を密にし

「国際都市大阪」に向けた施策

を拡充すること。併せて外国人

観光客に日本の習慣などを広

く周知し、マナー向上のための

啓発活動を一層強化すること。 

来阪外国人旅行者数の状況は、2015年（平成 27年）に 716万人（前

年比 90％増）、2016年（平成 28年）1月～9月に 711万人（前年同期

比 35％増）と順調に推移しております。これに対し、本市では、府市

共通の戦略として平成 28年 11月に策定しました「大阪都市魅力創造

戦略 2020」に基づき、大阪観光局において、海外からの集客力向上を

めざした各種事業を展開しております。 

はじめに、「案内所の増設および案内員の増員」については、平成

27年度からビジターズインフォメーションセンター（観光案内所）と

して大阪観光局へ事業を移管し、民間事業者との協働を深め、旅行者

の利便性向上に努めております。また、ＪＲ大阪駅に新しい観光案内

所「トラベルサービスセンター大阪（愛称：おもてなしステーション）」

を平成 29 年 3 月に開設し、観光案内を行う現在の「大阪ビジターズ

インフォメーション梅田」の機能を引き継ぐとともに、トラブル相談、

両替や荷物宅配等のサービスを提供する予定です。加えて、来阪外国

人旅行者に対し、観光と医療の情報を提供する無料のコールセンター

を平成 29年春に開設する予定です。 

次に、「外国人向け府域 Wi-Fiの環境整備」については、無料 Wi-Fi

スポット「Osaka Free Wi-Fi」の設置数が平成 28年 10月末時点で 4,272

箇所を超えるなど、引き続き無料 Wi-Fi環境の整備拡大を図っており

ます。また、観光施設やイベントの情報を多言語で提供しているホー

ムページ「OSAKA-INFO」（平成 28年 4月～11月で合計 4,780 万ページ

ビュー）やＳＮＳ（Facebook・Twitter等の公式アカウントにおいて、

平成 28 年 11 月末時点で合計 50 万フォロワー）を通じて、大阪の都

市魅力を広く発信しております。 

次に、「ＱＲコードやＩＣＴを活用した多言語情報提供案内の普及

促進」については、「大阪・光の饗宴 2016」のパンフレット（デジタ

ルブック）において、多言語表記やＱＲコードを活用しています。ま

た、市内に設置している観光案内板は多言語で表記し、盤面の定期更

新により、最新の情報提供となるよう努めています。 

次に、「外国人観光客用の宿泊施設不足」については、本市未利用

地を活用した宿泊施設の誘致や、民泊をはじめとする宿泊対策プロジ

ェクトチームを平成 28年 12月に立ち上げるなど、宿泊施設不足の解

消に向けて取り組んでいます。 

 次に、「大型観光バス駐車場の整備」については、特に多くの外国

人観光客がにぎわいをみせるミナミエリアを中心として、日本橋の観
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光バス乗降スペースを拡大（平成 27 年 2 月に 2 枠から 5 枠へ）し、

浪速区幸町における観光バス駐車場を整備（平成 27 年 12 月に 10 台

分）しました。また、大阪城公園駐車場においても、観光バス駐車場

を整備（平成 28年 1月に 44台分）しました。 

次に、「外国人観光客のマナー向上のための啓発活動」については、

観光バス乗降場におけるマナー向上のための啓発チラシの配布など、

外国人観光客に対する日本の文化や生活習慣の周知に努めています。 

以上の取組により、引き続き、大阪観光局において大阪の観光魅力の

発信の強化や情報提供サービスの充実を図り、戦略的に観光集客を推

進してまいります。 

【経済戦略局 観光部 観光課（観光施策担当）】 

(3)関西イノベーション国際戦

略総合特区による医療・介護ロ

ボット事業の強化（★） 

新たな産業育成で医療・介護

サービスの提供とともに、市場

拡大が見込まれるロボット関

連産業を活性化させ、この分野

における慢性的な人材不足の

解消と医療・介護現場の環境改

善に向けて重点投資すること。 

本市では、医療・介護・健康分野等において、今後の成長が期待で

きる中小企業のプロジェクトを認定し、コーディネータが伴走支援を

することで事業化を促進する大阪トップランナー育成事業を実施し

ています。 

また、ロボット関連産業活性化の一環として、IoT（※1）や RT（※

2）を活用したビジネス・サービスによる創業や新規事業展開をめざ

す事業者を創出するための支援プログラムの実施や、今後の参入に関

心を有する企業を対象としたセミナーの開催、展示会への出展等によ

るマインド醸成を実施しているほか、ATC エイジレスセンターでは介

護ロボットをはじめとする介護関連製品やサービスを展示していま

す。 

 

※１ IoT（Internet of Things）様々なモノがインターネットに

接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み 

※２ RT（Robot Technology）ロボットテクノロジー 

【経済戦略局 立地推進部 イノベーション担当】 

(4)中小企業・地場産業の支援

について 

①ものづくり総合支援拠点の

充実について 

ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジ

ネスセンター大阪）との連携

で、技術開発支援、販路開拓、

産学官連携、知的財産の活用、

人材育成など、支援施策の充実

をはかること。また、地元・地

場で世界最先端の研究開発企

業や独自の固有技術を有する

本市では、大阪市立工業研究所において、技術相談や依頼試験分析、

受託研究などを通じて中小企業の技術的な諸課題の解決や新たな技

術・製品開発等の支援を行っております。より効果的な技術開発等の

支援に向け、ＭＯＢＩＯ等支援機関とのさらなる連携に努めてまいり

ます。 

また、中小企業支援センターである大阪産業創造館において、経営

相談室（あきない・えーど）を設置し、中小企業が抱える各種経営課

題のご相談に応じるほか、ものづくり企業における経営力の強化に焦

点をあてたセミナーなどを開催し、中小企業ニーズに沿った支援施策

を展開しております。 

【経済戦略局 産業振興部 産業振興課（産業振興担当）】 

【経済戦略局 産業振興部 企業支援課（企業支援担当）】 
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企業、社会福祉事業に貢献する

企業など、「地元で大切にした

い会社」として、ＰＲ活動等を

積極的に展開し、魅力ある企業

を支援すること。 

②ＴＰＰにおける完全累積制

度の活用支援について   

ＴＰＰの 2018 年 4 月発効に

向けて、地方経済産業局と連携

し、ものづくり生産拠点で中小

企業がＴＰＰの原産地規則の

「完全累積制度」を活用できる

よう、関係団体と連携を図り、

きめの細かな支援体制を構築

すること。 

ＴＰＰの承認案と関連法案が平成 28年 12月 9日に国会で承認され

ましたが、ＴＰＰは通商、外交に係る事項であり、今後、国において

各産業に与える影響などを勘案して総合的な対策が講じられるべき

ものと認識しており、引き続き、国の動向等を注視していきたいと考

えております。 

なお、大阪市ではビジネスパートナー都市などの海外ネットワーク

を活用し、セミナーによる海外情報の提供や各関係機関と連携した外

国企業との商談会を開催するほか、国際ビジネス経験豊富な海外展開

サポーターの派遣等により、中小企業の国際ビジネス活動を支援して

おります。また、中小企業支援センターである大阪産業創造館におい

て、経営相談室（あきない・えーど）を設置し、中小企業が抱える各

種経営課題のご相談に応じるなど中小企業ニーズに沿った支援施策

を展開しております。 

【経済戦略局 立地推進部 国際担当（都市間交流担当）】 

【経済戦略局 産業振興部 産業振興課（産業振興担当）】 

【産業振興部 産業振興課 企業支援課（企業支援担当）】 

③中小・地場企業への融資制度

の拡充について 

中小・地場企業の経営基盤の

強化や開業支援に向けて、為替

やエネルギー問題などの社会

経済情勢、さらに中小企業等の

資金需要を鑑み、利用者の視点

で迅速かつ効果的な制度融資

を実施すること。 

本市では、平成 26 年度から、府市で重複している制度融資につい

ては大阪府に一元化し、市独自の制度融資として厳しい経営環境にあ

る小規模企業向けに「経営支援特別融資」を実施しております。 

「経営支援特別融資」の実施にあたっては、貸出金利を低く抑える

ことで利用者の負担軽減を図っております。 

本市では今後とも、市内中小企業の実情やニーズを把握し、関係機関

等との連携のもと、中小企業者の資金調達の円滑化に努めてまいりま

す。 

【経済戦略局 産業振興部 企業支援課（金融担当）】 

④最低賃金の引上げに向けた

中小企業支援施策の充実につ

いて 

雇用戦略対話で合意された

「早期全国 800 円の確保と全

国平均 1,000円の実現」をめざ

し、Ａランクの大阪がけん引役

を果たせるよう大阪労働局や

大阪府と連携し、効果的な中小

国においては、「業務改善助成金制度」を拡充し、中小企業・小規

模事業者の賃金の引上げを促進するとともに、大阪府最低賃金総合相

談支援センターを設置し、中小企業等事業主向けにワン・ストップ無

料相談を行っております。 

本市においては、全産業の労働者に適用され、賃金・労働条件の改

善と市民生活の安定に重要な役割を果たしている最低賃金制度の趣

旨が、事業主や労働者に十分認識されるよう、大阪市のホームページ

での公表や区広報紙への掲載。また、区役所・区民センターなどの市

施設にチラシの配架等、大阪労働局と連携しながら広報に努めていま
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企業への支援施策の充実をは

かること。 

す。 

 今後とも、大阪労働局や大阪府と連携し、最低賃金の広報に努めて

まいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 雇用・勤労施策課】 

(5)総合評価入札制度の早期拡

充と公契約条例の制定につい

て（★） 

総合評価入札制度の導入が

府内 18 市にとどまっているこ

とから、未導入の自治体は拡充

に向けて積極的に取り組むこ

と。また、公共サービスの質の

確保、地域経済の活性化、地域

における適正な賃金水準の確

保により、住民福祉の増進に寄

与することを目的とした公契

約条例の制定にむけ、関係事業

団体との研究会等の設置につ

いて検討すること。 

本市では、業務委託の入札の方法として、雇用の確保をはじめ

環境への配慮など価格以外の要素を考慮しつつ、最も有利な相手

方を落札者とする総合評価一般競争入札制度を一部導入すること

により、政策課題の解決に寄与するとともに、ダンピング受注の

防止や品質確保にも一定の効果をあげているところです。 

この総合評価一般競争入札につきましては、より一層の施策の推

進とダンピング受注の防止及び品質確保を図るため、平成 26 年 1

月 1日以降契約分から適用範囲をさらに拡充し、原則として予定価

格 1,500 万円以上の庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委 

託契約としております。 

さらに、政策課題の解消により寄与し、ダンピング受注防止を促

進するとともに、増加する評価項目に対して各項目の評価の密度を

確保する観点から、平成 27 年度より技術評価点・公共性評価点の

比率を高くし、価格評価点と技術評価点・公共性評価点の比率を 5：

5として取扱うこととしております。 

公契約条例の制定につきましては、最低賃金をはじめとする労

働条件の基準は、基本的には、国において必要な措置を講ずるべ

きものと考えております。今後とも、公契約に関する国の動向も

注視しながら、適正な契約制度の確立に努めてまいります。 

関係事業団体との研究会などの設置につきましては、「団体との協議

等のもち方に関する指針」の協議等により対応いたします。 

【契約管財局 契約部 契約制度課 】 

(6)下請取引適正化の推進につ

いて 

中小企業の拠り所となる下請

けかけこみ寺の相談件数が依

然高い状況にある。中小企業労

働者の労働条件改善は、公正な

取引関係の実現が不可欠であ

り、下請二法や下請ガイドライ

ン等を周知・徹底し、下請取引

適正化推進の啓発等、監督行政

と連携を図り、適切に指導する

こと。 

本市では、親事業者を対象に、文書により下請中小企業への発注業

務量の拡大と下請取引の適正化のよびかけを定期的に行っておりま

す。 

 また、大阪産業創造館の経営相談室（あきない・えーど）では、中

小企業診断士等の相談員が常駐して、下請中小企業の相談に応じ、相

談内容によっては、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家による専

門相談（事前予約制）も行っております。 

 今後も、近畿経済産業局等の関係機関との連携や情報交換等に努め

てまいります。 

【経済戦略局 産業振興部 企業支援課（企業支援担当）】 

３．福祉・医療・子育て支援 7 地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議である大阪
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施策 

(1)地域包括ケアシステムの実

現に向けて（★） 

今年 3 月に策定した地域医

療構想の実現に向けて、地域医

療構想調整会議の協議や取り

組み状況を定期的に把握し、進

捗に応じて施策を改善するこ

と。併せて、地域医療構想調整

会議において保険者（健保組

合、協会けんぽ、共済組合、市

町村国保）の意見を聴くだけで

なく、被用者保険加入者をはじ

めとする住民など、広範囲な意

見を反映させること。 

市保健医療連絡協議会等において、医療関係者、医療保険者等の意見

を聴き、進捗に応じて施策の改善についても検討を行っていきます。

住民の意見の反映については、必要に応じて関係機関と連携して対応

していきます。 

【健康局 健康推進部 健康施策課】 

(2)予防医療の促進について 

大阪府の健康寿命延伸プロ

ジェクト事業において、第 2

次大阪府健康増進計画（H25～

29）に掲げた数値目標が達成さ

れるよう、健康増進・疾病予防

に繋がる事業の取り組みを強

化すること。併せて、多くの市

民へ現状・課題を周知し、健康

づくりへの意識向上に向けた

啓発活動を強化すること。 

大阪市の健康寿命（平成 22 年）は男性 76.12 歳、女性 81.86 歳で

あり、全国平均（男性 78.17歳、女性 83.16歳）に比べると男女とも

に下回っています。 

こういった本市の現状などを踏まえ、本市では健康増進計画「すこ

やか大阪 21（第 2次）」（Ｈ25～29）を策定し、全体目標である「健康

寿命の延伸と健康格差の縮小」の達成に向け、健康増進に関するさま

ざまな取り組みを推進しております。 

生活習慣病の発症予防としては、適切な食習慣や運動習慣の定着な

どを図るため、地域における健康教育や健康講座、健康相談等を実施

するほか、大型店舗や大学などで食育キャンペーンを実施しておりま

す。 

また、高血圧症、糖尿病、脂質異常症を早期に発見し重症化を予防

するため、特定健康診査・特定保健指導の受診啓発を行っており、中

でも循環器疾患や糖尿病合併症のリスクが高い人に対しては、そのリ

スクを説明し医療機関への受療勧奨を行っております。加えて、がん

の早期発見のため全国健康保険協会（協会けんぽ）と共催でがん検診

の受診啓発を行うなど、受診率向上に向けた普及啓発に取り組んでい

ます。 

さらに、健康づくりは市民一人ひとりの努力だけでは難しいことか

ら、すこやかパートナー（※）など関係機関と連携し、市民が主体的

に行う健康づくりの取り組みを社会全体で支援する環境づくりに取

り組んでいます。 

 今後とも、各区・局や関係機関との連携を活発に図りながら、「す

こやか大阪 21（第 2 次）」で掲げるそれぞれの取組目標が達成される
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よう取り組みを推進して参ります。 

 

※すこやかパートナー 

 大阪市健康増進計画の推進を図り、すこやかで心豊かな社会の実現

をめざして、自主的な健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する

活動を行うために登録された企業、事業所、団体、ＮＰＯ法人、自主

グループ等のこと。（登録制） 

【健康局 健康推進部 健康づくり課 】 

(3)不育症の助成金制度につい

て 

特定不妊治療に係る初回助

成費の増額や男性不妊治療へ

の助成について、国の補正予算

により拡大されたが、不育症に

ついては予算が確保されてい

ない。相談窓口を設置するなど

の対応だけでなく、医療保険適

用外助成事業としての独自支

援策を講じること。 

本市においては、国の「母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱」

に基づき、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）にかかる費用の一部

助成を行っておりますが、不育症につきましては、本助成事業の対象

外となっているところです。 

現在、国において、不育症治療の有効性・安全性及び保険適用につ

いて研究がなされており、本市としましては、こういった状況を踏ま

え、不育症についての国等の動向を注視してまいりたいと考えており

ます。 

【こども青少年局 子育て支援部 管理課（母子保健グループ）】 

(4)介護労働者の処遇改善と人

材の確保について 

労働条件の不満による介護

労働者の離職が発生しないよ

う処遇改善を確実に実現し、介

護人材の専門性の向上および

人材の定着を図ること。併せ

て、復職や新たな担い手を目指

す人への支援制度を検討する

こと。 

介護職員の処遇改善については、平成 24年度の報酬改定において、

介護職員の賃金改善に充てることを目的に介護職員処遇改善加算が

創設され、平成 27 年度報酬改定では、その介護職員の処遇改善が後

退しないように、これまでの加算の仕組みに加え、更なる資質向上の

取組み、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組みを進める事業所に

対して賃金の上乗せが図られたところです。 

介護職員処遇改善加算については、社会保障審議会（介護給付費分

科会）においても、引き続き議論されており、より効果的かつ実効性

の高い対応の在り方も含め、平成 29 年度の報酬改定に向けて検討が

なされております。 

本市におきましても、指定都市共同提案などの機会を通じ、引き続

き国に対し要望を行ってまいります。 

なお、人材育成につきましては、大阪府において、「大阪府介護人

材育成確保支援事業」が実施されております。 

また、本市としては、福祉・介護サービスの意義や重要性についての

啓発に努めるとともに、大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて、

社会福祉に関わる人材の養成・確保や資質の向上を目的として、メン

タルヘルス研修、スキルアップ講座、福祉従事者のキャリアパスに対

応した階層別の研修、資格を持ちながら職に就いていない方を対象と

した研修等様々な研修を実施しているところです。 
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【福祉局 高齢者施策部 介護保険課指定・指導グループ】 

【福祉局 生活福祉部 地域福祉課】 

(5)認知症行方不明者対策の強

化にむけて 

平成 27 年の認知症行方不明

者が前年を上回り、3年連続で

1万人を超えている。中でも、

府内市町村において高齢者を

見守るＳＯＳネットワークが

構築されているにもかかわら

ず、大阪が最も多い状況にあ

る。認知症患者の身元特定につ

ながる情報を登録したＱＲコ

ードを配布するなど、誰もが迅

速に対応できるようなシステ

ムを検討すること。併せて、身

元不明人台帳閲覧制度が有効

活用されるよう見直しを図る

こと。 

本市では、平成 27 年 4 月から各区に「見守り相談室」を設置し、

認知症の方が徘徊等により行方不明となった場合に、早期発見・保護

につなげるため、警察捜索の補完的なものとして、協力者にメール等

で氏名・身体的特徴等の情報を一斉送信し、捜索の一助とする「認知

症高齢者見守りネットワーク事業」を実施しています。 

 また、認知症高齢者を保護した場合に、身元を早期に特定するため

の方策や、警察が保護を行った認知症高齢者を支援機関につなぐ方策

等についての検討が必要と考えています。 

 なお、「身元不明迷い人」の身元特定につきましては、大阪府警本

部の「身元不明迷い人台帳閲覧制度」と十分連携を図ってまいります。 

【福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課】 

(6)障がい者に対するサービス

充実と権利擁護の確立につい

て 

①障がい者への虐待防止・予防 

平成 24年 10月 1日の障害者

虐待防止法施行以降、大阪府の

相談・通報・届け出件数が全国

の中でも多く、中でも養護者に

よる虐待が非常に多い。障がい

者の緊急避難の場所の確保や

虐待を行った家族等への心の

ケアを行う体制を整備すると

ともに、福祉サービスのあり方

や支援体制を整備すること。 

本市においては、虐待を受けた障がい者を緊急に保護するため、市

内施設に常時 2床のベッド確保し、24時間 365日体制で対応を行う「大

阪市要援護障がい者緊急一時保護事業」を実施しています。 

 また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律（障害者虐待防止法）」においては、虐待を行った養護者の負

担軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な支援

を行うことと規定されていることから、各区保健福祉センターに配置

している障がい者虐待対応担当職員によって適切な支援が提供され

るよう体制整備を行っています。 

【福祉局 生活福祉部 地域福祉課】 

②障害者差別解消法の体制整備 

障害者差別解消法を実効性

あるものとするための障害者

差別解消地域協議会が設置さ

れたが、相談事例の収集や分

析、情報交換などを行い、各相

大阪市障がい者差別解消支援地域協議部会では、本市の障がい者差

別解消のための取組みを効果的かつ円滑に行うため、相談事例の共

有、障がい者差別の解消に資する取組の共有・分析及び周知・発信の

協議などを行ってまいります。また、相談窓口での対応が困難な事例

については、障がい者基幹相談センターが主体となり、事例検討会議

を開催し、必要に応じてスーパーバイザーや市関係部署が参画し、当
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談窓口の対応できない事案に

対して適切な機関に繋ぐなど、

地域協議会の機能を十分に発

揮すること。 

事者団体の意見等も参考に円滑な解決を図ってまいります。 

【福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課】 

(7)子ども・子育て支援新制度

の着実な実施にむけて（★） 

①全自治体の高位平準化 

保育サービス等の事業量に

対する取り組みを検証し、子ど

もや子育て家庭がおかれてい

る環境や地域の実情を踏まえ、

制度内容の改善と事業計画の

適切な見直しを行うこと。 

大阪市こども・子育て支援計画における教育・保育、及び地域子ど

も・子育て支援事業の量の見込みと確保につきましては、毎年度点

検・評価し、必要に応じて計画を見直すこととしています。また、そ

の他の個別の事業につきましても、本計画を実効あるものとするた

め、毎年度の取組の進捗管理を行うとともに、基本理念の達成に向け

た効果検証を行い、施策の改善、充実を図ってまいります。さらに、

計画期間の中間年においては、目標や指標の達成状況に応じ、必要に

応じて計画の見直しを行ってまいります。 

【こども青少年局 企画部 経理・企画課（企画）】 

②待機児童の解消 

市町村が公表している待機

児童数には、認可外保育所を利

用しながら待機している児童

が含まれていない。潜在的な待

機児童数についても明らかに

し、適正な事業計画へ見直すこ

と。また、認可外保育所につい

ても予算を理由に認可されて

いない市町村もあることから、

保育の質が達成できる要件を

満たせば認可できるよう予算

を確保すること。併せて、保育

士や幼稚園教諭等の労働条件

と給与水準の確保や適正な配

置を行うなど、職場環境の改善

を行うこと。 

本市においては、保育認定を受けられた新規保育所等利用申込者の

うち、保育所等を利用できない方を「利用保留児童」としており、利

用保留児童のうち、待機児童に区分される方も含めて、一部の方が認

可外保育施設を利用しています。 

本市では平成30年4月までに、利用保留児童分を含めた本市におけ

る必要ニーズ量見込約要入所枠を整備することとしており、認可保育

所の創設・増改築、認定こども園整55,000人分に対応する必備、地域

型保育事業所整備を進めてまいります。 

また、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所の設置・認可

に際しては、専門委員で構成される「社会福祉審議会児童専門分科

会」・「保育事業認可前審査各部会」等において、設備基準や運営基準

を審査し、基準を満たしている場合は認可を実施しております。 

保育士等の処遇については、平成 27 年 4 月 1 日施行の「子ども・

子育て支援新制度」により、教育・保育の提供に携わる人材の確保お

よび資質の向上を図るため、職員の平均勤続年数等に応じた人件費の

加算を行う処遇改善等加算が実施されております。また、平成 28 年

度には、保育士、保育教諭の負担を軽減することを目的として ICTの

導入を促進する「保育所等における業務効率化推進事業」を実施して

おります。 

さらに平成 28 年 4 月の国における「児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準」の改正等に基づき、本市においても保育士の配置基準

の特例的運用を可能としており、多様な保育の担い手を活用すること

により、受け皿の拡大をはかるとともに、保育士や保育教諭の負担軽

減や労務環境の改善に努めております。 

保育士等の定着・確保・離職防止は重要な課題であると考えており、

引き続き国に対して保育士等の処遇改善に必要な財源措置がなされ
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るように要望してまいります。 

【こども青少年局 保育施策部 保育企画課】 

 

幼稚園教員の給与については、本市人事委員会報告を踏まえた新た

な給料表を平成 27年 4月に導入したところでございます。 

幼稚園教育職給料表は、民間給与水準を考慮した水準としつつ、人

材確保の観点から、教員の初任給については従前と同様の水準として

おり、また、一般教諭と園長との間に、主任教諭等の級を新たに設け、

主任教諭等については、新たな給料表における一般教諭よりも高い給

与水準としております。また、激変緩和のため、毎年１％ずつ引き下

げを行うという経過措置をとっております。 

教育委員会としては、今後とも、人事委員会の勧告内容を注視しつ

つ、引き続き幼稚園教員の人材確保、モチベーションの維持に努めて

まいりたいと考えております。 

【教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当】 

③病児・病後児保育の充実 

子育て中の就業者が継続就

業するためには、病児・病後児

保育を充実させることが一つ

の改善策となっている。平成

28 年度より国庫補助要件が緩

和されたことから、事業拡大に

向けて取り組みを強化するこ

と。 

病児・病後児保育については、国の要綱により基準額が定められて

いるところですが、本市においては平成 27 年度から、独自の加算枠

を新設する等の基準額改正を行ったほか、新規開設における施設改修

費等の費用負担を軽減するため、開設準備経費補助を実施していま

す。平成 27年度には 4か所の病児保育施設を新規開設し、平成 28年

度には 2か所を新規開設予定です。 

今後も、保育内容の充実を図るため、利用実績を基本としつつ安定的

運営にも配慮した基準額や補助となるよう、他の指定都市と連携を図

りながら引き続き国に対して要望してまいりたいと考えております。 

【こども青少年局 管理課 子育て支援グループ】 

(8)子どもの貧困対策について 

①子どもの生活に関する実態

調査 

大阪府が実施した実態調査

の結果については広く市民に

周知し、必要な施策について議

会や子ども政策に携わる公民

の関係機関、専門家、NPOやボ

ランティアなど幅広い団体・個

人が政策提言できる「場」作り

に取り組むこと。 

大阪市が実施した子どもの生活に関する実態調査の速報値単純集

計については、9月末に大阪市ホームページに掲載しております。 

（http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000364405.html） 

また、現在、実態調査で得られた内容の詳細な分析を行っており、

来年 3月末に結果をとりまとめ、ホームページ等へ掲載する予定です。 

必要な施策の検討につきましては、大阪市議会はもちろん、市長を

本部長とした大阪市こどもの貧困対策推進本部会議やこども・子育て

支援会議等において、有識者及び地域団体等の方々に会議へご出席い

ただき、ご助言・ご意見等を伺っています。 

 こどもの貧困対策につきましては、実態調査の分析により明らかに

なった大阪市内のこどもたちの生活実態等や大阪市こどもの貧困対

策推進本部会議等でいただいたご意見をふまえ、必要な施策・取組を

検討してまいります。 
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参考 

大阪府が実施した子どもの生活に関する実態調査の回答結果の集

計（単純集計）については、大阪府ホームページに掲載されています。 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/kodomo/index.html） 

【こども青少年局 企画部 経理・企画課（企画）】 

４．教育・人権・行財政改革

施策 

(1)指導体制を強化した教育の

質的向上にむけて 

府では、平成 23 年度に「少

人数学級編制に係る研究報告」

がされているが、1・2 年生以

外にも対象学年を拡大してい

る市町村もある。子どもたちの

さらなる学力向上・豊かな人格

形成に向けた取り組みを検討

すると共に、「公立義務教育諸

学校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律」に基づ

き、教職員数を機械的に削除す

ることがないよう大阪府に働

きかけること。 

小・中学校における学級編制は、「公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律」および「同施行令」に基づいて、

１学級 40人（小学校 1年生は 1学級 35人）を基本として編制するこ

ととなっております。 

少人数学級につきましては、大阪府が小学校 2 年生について 35 人

で学級編制を実施しており、本市におきましても府の基準に従い、小

学校 2年生について 35人で学級編制を実施しております。 

学級編制の標準の引き下げは、国の責任において財源措置がなされ、

実施されるべきと考えており、今後とも、国による学級編制基準の引

き下げや、教職員定数の改善の動向を注視しながら適切に対処してま

いります。 

【教育委員会事務局 総務部 学事課】 

 

本市では、独自の施策として、基礎・基本の確実な定着と個に応じ

たきめ細かな指導の一層の充実をめざし、小学校 3 年生から中学校 3

年生までの継続した習熟度別少人数授業等を実施しております。 

また、本市では豊かな心の育成ということで道徳教育充実の重点の

一つに「道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度を育成すること」を

掲げております。学校の教育活動の全体を通じて行う道徳教育につい

て、各校で道徳教育の全体計画を作成し、それに基づいて各教科をは

じめ特別活動や総合の時間とも連携しながら行っております。 

【教育委員会事務局 指導部 初等教育担当】 

【教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当】 

 

教職員の定数増につきましては、これまでも機会のあるごとに国等

に要望してきたところでございますが、今後とも引き続き要望してま

いりたいと考えております。 

【教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当】 

(2)奨学金制度の改善について

（★） 

今や大学生の2人に1人が利

用している奨学金は社会問題

となっている。日本学生支援機

教育委員会事務局におきましては、大阪市奨学費（非課税世帯に属

する高校生等を対象とした給付型の奨学金）及び進路選択支援事業を

実施しているところですが、大学生にかかる日本学生支援機構制度等

につきましては所管しておりません。 

今後とも、中学生、高校生、保護者に対する各種奨学金制度の紹介、

http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/kodomo/index.html
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構の奨学金制度の無利子枠の

拡大や延滞金の廃止などの改

善を求めるとともに、給付型奨

学金制度の創設を国に対して

強く求めること。また、奨学金

ローンを抱える市民の相談に

応じられる体制を整備し、地方

創生枠奨学金の導入などにつ

いて検討すること。併せて、地

元企業に就職した場合、奨学金

の返済支援制度導入等も検討

すること。 

案内につきましては、大阪府と連携しながら積極的に進めてまいりま

す。 

【教育員会事務局 学校経営管理センター 事務管理担当】 

(3)労働教育のカリキュラム化

について 

連合大阪の労働相談におい

て、働く上で必要な労働基準関

係法令や使用者の責任などの

知識がないことによる相談が

後を絶たない。学校現場におけ

る労働教育のカリキュラム化

を推進するとともに、大阪府総

合労働事務所が実施する「きま

え研修」など教育機関に広く周

知し、有効活用できるよう取り

組みを強化すること。加えて、

自立した社会人としての基本

的な知識・意識を身につけるた

めの主権者教育についても推

進すること。 

現行の教育課程におきまして、労働教育は、必履修科目「現代社会」

における「労働問題」、「政治・経済」における「労使関係と労働市場」

などの節で、すべての高校生が学習しており、大阪総合労働事務所発

行の「働くルールＢＯＯＫ」を活用した職業指導等も行っております。

また、就職内定者全員には、大阪総合労働事務所発行の「働く若者ハ

ンドブック」を用いて、「雇用される際に必要な心構え」、「労働条件

に関わる法的な知識」、「セクハラ・パワハラについて」などの内容を

指導しております。今後も、教科書だけではなく、リーフレット等も

活用しまして労働教育を継続して推進してまいります。 

大阪市総合労働事務所の「きまえ研修」につきましては、現在周知

されていない状況であり、今後各高等学校へ周知してまいります。 

高等学校では、これまで公民科の「現代社会」、「政治・経済」等で、

政治的な教養を育む教育に取り組んでまいりました。現在、本市全て

の高等学校で各区の選挙管理委員会と連携し出前授業等を開催して

おり、今後も主権者教育を推進してまいります。 

【教育委員会事務局 指導部 高等学校教育担当】 

(4)人権侵害等に関する取り組

み強化について 

①女性に対する暴力の根絶 

平成 26 年度の配偶者暴力相

談支援センターにおける配偶

者からの暴力が関係する相談

件数等について大阪は多い状

況にある。この結果をふまえ、

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する取り

大阪市におきましては、平成 23 年 3 月に「大阪市配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本計画」を

策定し、平成 23 年 8 月には大阪市配偶者暴力相談支援センターを開

設して被害者の迅速かつ安全な保護に取り組むとともに、男女共同参

画セミナーの実施など、女性に対する暴力の根絶に向けた啓発にも取

り組んでいます。 

 平成 27 年度の相談件数は大阪市全体で 3,079 件となり、年々増加

し、相談内容も複雑化・深刻化している状況です。被害者の早期発見、

早期対応につながるよう相談体制を充実するとともに、直接被害者と

接する職員や相談員について、被害者の立場を十分に理解し、適切な
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組みの効果・検証を行うととも

に、被害者の視点だけではな

く、加害者への対策についても

検討すること。 

対応を取ることができるよう資質向上に向けた取組みを行っていま

す。また、警察や区担当者、施設関係者等と共通理解を深め、緊密な

連携を図りながら、被害者の支援を推進しているところです。さらに、

「配偶者に暴力をふるってしまう」などさまざまな困難を抱える男性

への支援として男性の悩み相談をクレオ大阪子育て館において実施

しています。 

 平成 27 年度市民意識調査では、配偶者暴力相談支援センターの相

談窓口の認知度は 15.4％と低く、被害者が適切に相談できるよう、潜

在化している被害者等を含め、市民に対し、DV専門相談窓口やさまざ

まな支援制度について、広報周知に努めています。具体的には、区政

だよりや情報誌クレオを通じて、女性に対するあらゆる暴力の根絶や

相談窓口の周知を行うとともに、11月 12日から 25日までの「女性に

対する暴力をなくす運動」期間中には、大阪府と共同して、海遊館天

保山大観覧車を女性に対する暴力根絶のシンボルカラーである紫色

にライトアップする取組みや、大阪市地域女性団体協議会の協力を得

て暴力を許さない社会の輪を広げる街頭啓発活動を実施していると

ころです。 

 女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であ

り、男女共同参画社会を推進していく上で克服すべき重要な課題で

す。今後とも、関係機関との連携を強化し、被害者の安全の確保、自

立支援に努めるとともに、再発防止の対策についても引き続き検討を

進めてまいります。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 男女共同参画課】 

(5)大阪人権博物館（リバティ

おおさか）への運営援助につい

て 

昨年 7月、大阪市より建物敷

地の市有地明け渡しについて

提訴された。全国唯一の「人権

に関する総合博物館」としての

存在意義と社会的役割は非常

に大きい。これまでの歴史、経

過を再考し、今後も存続できる

ような減免措置を検討するこ

と。 

公益財団法人大阪人権博物館（以下、「財団」という）については、

本市は設立当初から大阪府とともに運営を補助し、本市市有地の貸付

料を免除した使用貸借契約を締結してまいりました。しかしながら、

平成 20 年 3 月の大阪市会での附帯決議で「厳しい財政状況下では、

従前のような公的な支援を継続は許されない」と支援のあり方を見直

すよう求められました。 

また、平成 24 年の市政改革プランに基づき、団体への運営補助及

び不動産の貸付料の減免措置などについて全市的にゼロベースで見

直しが進められる中で、大阪人権博物館に対する公的な支援の必要性

を精査した結果、運営費補助は平成 24 年度を最後に廃止するととも

に、土地貸付料の免除についても見直すこととし、財団の自立化に向

けた準備期間として平成 25・26 年度の最大 2 年間、使用貸借契約を

認め、本市としても施設を利用した行事の開催などの側面支援を行っ

てまいりましたが、結果として平成 27 年度からの有償貸付けの契約

締結には至りませんでした。 

 当該市有地の使用貸借契約が平成 27年 3月 31日をもって終了した
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にもかかわらず財団が使用を継続しているため、本市として、公有財

産を適正に管理していく観点から土地の明け渡し等を求め、平成 27

年 7 月 23 日に大阪地方裁判所に訴訟を提訴しており、司法の判断を

得ることにしています。 

【市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課】 

(6)地方税財源の確保に向けて 

財政健全化に向け、各事業の

市民への影響を考慮し、単純に

廃止または縮小されることが

ないよう健全性確保に向けた

仕組みを構築すること。加え

て、地方一般財源を確保し、地

方分権にふさわしい行財政改

革が行われるよう、引き続き国

への積極的な提言および要請

を行うこと。 

本市においては、厳しい財政状況のなか、市民の安全・安心を支え

る安定した財政基盤の構築に向け、市民感覚を持って行財政改革を徹

底的に行い、補てん財源に依存することなく収入の範囲内で予算を組

むことを原則とするなど、将来世代に負担を先送りすることのないよ

う財政健全化への取組みを進めるとともに、限られた財源のもとでの

一層の選択と集中を進めてまいります。 

加えて、地方が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる真の

分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を抜本的に見直

した上で、その役割分担に見合った税源配分を行うことが必要であ

り、本市はこれまでも他の指定都市等と連携して、複数の基幹税から

の税源移譲により税源配分の是正を行うなど、地方税財源を拡充強化

するよう国等へ要請してきたところです。 

今後も他の指定都市等と連携を図りながら、地方が必要とする一般

財源総額を確保するとともに、地方税財源の拡充強化に向け、要請を

行ってまいります。 

【財政局 財務部 財源課 税財政企画グループ】 

(7)「副首都推進局」の設置に

ついて 

副首都化を目指し大阪府と

ともに副首都推進局が設置さ

れ、副首都推進本部では、大阪

における新たな大都市制度に

ついて議論される。今後の議論

については、地方自治法の改正

内容を十分熟慮され、住民サー

ビスに影響がないよう丁寧か

つ真摯に公平公正な協議に努

めること。 

大阪では、住民自治の拡充や広域行政の一元化など大阪にふさわし

い新たな大都市制度について検討し、平成 27年に、「特別区設置協定

書」を作成、特別区の設置について住民投票に付されましたが、反対

多数となりました。 

 しかしながら、住民意思を的確に反映するための住民自治の拡充

や、いわゆる「二重行政」を解消するための効率的・効果的な行政体

制の整備といった、大都市の抱える課題解決に向けては、引き続き取

組みが必要と認識しています。 

このような認識のもと、大都市の課題解決に向け総合区制度・特別

区制度について検討しているところであり、両制度について住民の皆

さんにご理解いただき、ご意見を頂くため、平成 28年 8 月 31日以降、

24区で順次、意見募集・説明会を開催しています。 

今後、住民の皆さんのご意見や議会での議論などを踏まえ、両制度

案の検討を進めていくこととしています。 

【副首都推進局 制度企画担当】 

【副首都推進局 制度調整担当】 

５.環境・食料・消費者施策 

(1)省エネ対策の推進について 

＜継続＞ 

本市では、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的な利用

の促進を図る拠点として、平成 25 年 4 月に大阪府と共同で「おおさ

かスマートエネルギーセンター」を設置し、市民・事業者に省エネ・
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 省エネ・低炭素社会の実現を

めざし、環境に配慮した住宅や

設備、製品に対する補助制度を

充実させ、企業の環境対策や環

境関連技術・事業への支援を強

化すること。また、地域住民の

環境意識を向上させるため、地

域での「環境教育」の充実など

啓発の取り組みを推進するこ

と。 

省 CO2 や節電のアドバイス、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス※）等の補助金情報の提供などを実施しています。 

環境対策に関連した技術・事業の育成・支援につきましては、おお

さか ATC グリーンエコプラザにおいて、「環境・エネルギー分野」に

係る企業の関連製品・技術の展示場所やビジネス情報を提供すること

で、環境技術の普及促進を図っています。 

 また、小中一貫した内容の副読本「おおさか環境科」（副読本３種、

指導の手引き 3 種、映像教材）を活用し、「生物多様性」「循環」「地

球温暖化」「エネルギー」「都市環境保全」などについて実践的・根幹

的な環境教育を推進しています。あわせて、環境保全に関する気づき

や行動を幅広く促すため、区民センターや地域の公園など、市民に身

近な場所で、こどもから社会人、シニア向け、家庭向けなど幅広いメ

ニューで、「生物多様性」「循環型社会」「地球温暖化」などの分野の

環境学習講座やイベントを実施するとともに、市民ボランティア等の

活動や活動発表の場を提供しています。 

 

※ ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 

住宅の高断熱化と高効率設備により、快適な室内環境と大幅な省エ

ネルギーを同時に実現した上で、太陽光発電等によってエネルギー

を創り、年間に消費する正味（ネット）のエネルギー量が概ねゼロ

以下となる住宅のこと。 

【環境局 環境施策部 環境施策課】 

【環境局 環境施策部 環境施策課（エネルギー政策）】 

(2)廃棄物対策と循環型社会形

成の取り組みの強化（★） 

①廃棄物減量と再資源化製品

の活用促進 

大阪府域でのごみ排出量は

全国と比べても多く、リサイク

ル率も高くないのが現状であ

る。「大阪府循環型社会推進計

画」で掲げた目標が早期に達成

されるよう、各市町村は大阪府

と連携し、ごみ排出量の大幅削

減と再生利用率の向上に向け

た効果的な施策を講じること。

特に、ごみの分別回収の徹底に

よる再資源化の推進、再資源化

によって生産された製品の購

事業系廃棄物につきましては、本市ごみ処理量の約６割を占め、そ

の減量が重要な課題であるため、これまで、多量の事業系廃棄物を生

じる大規模な建築物（以下、「特定建築物」という。）に対する減量指

導や、ごみ処理手数料の見直し等に取り組んできました。 

また、一般廃棄物に混入した産業廃棄物や資源化可能な紙類を排除

するため、焼却工場において搬入物検査を実施し、ごみを排出した事

業者を個別に訪問し、3Ｒの取り組み（リデュース：発生抑制、リユ

ース：再使用、リサイクル：再生利用）による廃棄物減量推進及び適

正区分・適正処理にかかる啓発指導を行っています。 

 特定建築物については、「廃棄物管理責任者」の選任及び「廃棄物

の減量推進及び適正処理に関する計画書」の提出を義務付けており、

計画実施状況の確認等を行うために立ち入り検査を行い、ごみの適正

な分別や再資源化の推進、再生品の使用状況等にかかる確認及び啓発

指導を行っています。さらに、「廃棄物管理責任者講習会」を毎年開

催し、優れた取り組みを行っている建物の事例紹介を行うとともに、

廃棄物の減量推進及び適正処理に関し優秀な功績を上げた建築物に
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入・活用促進も含め、循環型社

会の形成に取り組むこと。 

対して、大阪市長表彰、環境局長表彰を実施しています。 

 以上の取り組みについては、本市ホームページへの掲載、事業者へ

のパンフレットの配布、事業系ごみ減量セミナーや事業所に対する説

明会の開催などにより、広く周知啓発に努めています。 

【環境局 事業部 一般廃棄物指導課】 

 

本市では、限りある天然資源の消費を抑制し、地球温暖化防止など、

環境への負荷をできる限り低減させるため、分別収集を実施し、リサ

イクルを推進しています。具体的には、資源ごみ、容器包装プラスチ

ック、古紙・衣類の分別収集を実施するとともに、残置による啓発・

指導を実施し、分別排出ルールの徹底を図っています。 

さらに、市内の公共施設や民間施設において、乾電池・蛍光灯管・

水銀体温計・水銀血圧計及びインクカートリッジの拠点回収を実施し

ています。なお、水銀血圧計については、水銀の環境への排出を未然

に防ぐため、平成28年4月から環境事業センターにて受付回収を開始

しています。 

また、区役所等において、使用済小型家電の拠点回収を実施してい

るほか、マタニティウェア・ベビー服・子ども服については、環境事

業センターで受付回収を行うとともに、電話申し込みによる回収も行

っています。 

ごみ減量に向けた啓発としては、国が定める 3R 推進月間である 10

月には、他の 19政令都市及び東京都 23特別区と連携して「大都市減

量化・資源化共同キャンペーン」を実施し、期間中は、市の公共施設

等において再生紙を使用したオリジナルポスターの掲出や、イベント

での啓発物品の配布を行っています。 

上記に加え、各小学校において、環境局職員による体験学習を実施

し、次世代を担う小学生に、再資源化によって生産された製品を啓発

物品として配布し活用するなど、ごみ減量やリサイクルをはじめとす

るごみの問題について、より一層理解を深めてもらうとともに、再資

源化製品の購入・活用促進の啓発を行っています。 

【環境局 事業部 家庭ごみ減量課】 

②食品廃棄物の削減と福祉施

策・災害対策との連携 

食品廃棄物の削減に向けて、

フードバンクなどが実施する

賞味期限間近の食品の有効活

用の取り組みと、「子ども食堂」

などの子どもの貧困対策や、災

害発生時の避難所への食料提

本市においては、手つかず食品や食べ残しといったいわゆる「食

品ロス」を削減するため、市民向けの取り組みとして、生ごみの「3

きり（食材の「使いきり」、料理の「食べきり」、排出時の「水きり」）」

運動を推進しています。 

 また、食品廃棄物を多量に排出する事業者に対し、個別の啓発・指

導を実施することにより、生ごみの発生抑制とリサイクルルートへの

誘導を図るとともに、食品関連事業者などの業界団体等に対し、食品

ロスの削減など生ごみの発生抑制に向けた働きかけを行う等、今後と
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供などの災害対策など、各関連

部局と連携・横断的な枠組みを

構築し、食品活用・廃棄物削減

に取り組むこと。 

また、食品廃棄物の削減など

について、学校現場のみなら

ず、消費者である市民や、事業

者に対する取り組みも含めて

総合的に啓発の取り組みを実

施すること。 

も食品廃棄物の削減に向けた取組を進めてまいります。 

【環境局 総務部 企画課】 

 

大阪市では、市域最大の被害とされる南海トラフ巨大地震の発生に

備え、想定される避難所生活者数 53 万人 3 日分の備蓄を府市協調に

より行っています。今後においても、被害想定に基づいた食料等の備

蓄を引き続き行っていくとともに、賞味期限等を有する物資について

は、避難訓練等で有効活用を図ってまいります。 

【危機管理室 危機管理課】 

 

こどもの貧困対策につきましては、現在、子どもの生活に関する実

態調査の詳細な分析を行っており、平成 29 年 3 月末に結果をとりま

とめることとしています。 

 分析により明らかになった大阪市内のこどもたちの生活実態等を

もとに、「子ども食堂」などのこどもの居場所づくりという取り組み

に対して、どういった支援ができるのかについても検討したいと考え

ております。 

【こども青少年局 企画部 経理・企画課（企画）】 

 

各学校では教育委員会の作成した食に関する指導資料等を活用し、

給食の時間を中心に、食育に取り組んでいます。 

感謝の気持ちを持ち残さず食べることや、栄養のバランスをよくする

ため好き嫌いなく食べることの大切さを指導しています。また、「食

育通信」や「栄養だより」などの配布資料を通じて保護者への啓発に

も努めています。 

【教育委員会事務局 指導部 初等教育担当】 

(3)6 次産業の推進と担い手の

確保・育成 

食料自給率の向上の観点か

らも「大阪産（もん）」農産物

の消費拡大と、環境負荷低減の

観点から「地産地消」の取り組

みは大きな政策課題である。大

阪府の「大阪産（もん）6次産

業化サポートセンター」と市町

村との連携により、商品化され

た製品の効果的なプロモーシ

ョンにも注力した取り組みを

実施すること。 

6 次産業化の推進は、新たな付加価値を生み出し、所得の向上につ

ながる重要な取組みであると認識しており、本市としましても、「大

阪産(もん)6 次産業化サポートセンター」等の大阪府の支援策等の情

報提供に努めるとともに、地域資源である「大阪市なにわの伝統野菜」

を「都市農業ならではの新鮮な野菜をＰＲする牽引役」と位置付け、

伝統野菜やその加工品を対象とした認証表示シール及び認証表示プ

レートの配付を行うなど、消費拡大とともに、農家と加工業者・外食

産業事業者などとの取引拡大に向けた支援を行っております。 

 また、平成 26 年度から「大阪市都市型農業振興事業」を実施し、

技術力の向上や販路開拓に意欲のある農業者を対象に、より高度な農

業技術や農業経営の実現を目的とした「農業塾」や、農業技術や農業

経営に関する知識を有する専門家を派遣し、農家の経営改善や技術力

向上をめざす「アドバイザー派遣事業」を行うことにより、担い手の
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 また、6次産業化に資する担

い手の確保策として、学校現場

での農林水産業についての情

報提供や現場体験などによる

理解促進の取り組みなども積

極的に行うこと。 

確保・育成につなげてまいります。 

【経済戦略局 産業振興部 産業振興課（農業担当）】 

(4)消費者政策の推進と消費者

保護 

 消費者行政の組織体制の充

実と機能強化をはかり、消費者

被害の発生・拡大の防止に資す

る取り組みを行うこと。特に、

増加する悪徳商法・特殊詐欺の

撲滅をめざし、消費者への情報

提供・注意喚起の徹底や各種広

報を行うこと。また特に被害に

遭いやすい高齢者や障がい者

を始めとする消費者の保護を

行うこと。 

大阪市消費者センターにおきましては、市民の消費生活の安全・安

心を確保することを目的に、電話やメールによる相談、市役所等での

面談相談を実施し、商品やサービスに関する苦情などについて助言や

あっせんを行うとともに、大阪市消費者保護条例等に基づく事業者指

導等を行っています。  

また、消費者被害防止のための情報提供や消費者教育として、府市

共同で生活情報誌を発行し情報発信を行うとともに、市民の身近なと

ころで地域講座などを実施して市民の消費者活動に関する基本的な

知識の向上に努めているほか、消費生活相談窓口の利用の促進に向け

た広報活動に区役所と連携して取り組んでおります。 

さらに、平成28年4月より改正消費者安全法が施行され、地方公共

団体は、新たに、高齢者等をはじめとする消費者の見守り等を行う地

域のネットワークを組織することが可能となりました。 

 大阪市消費者センターでは、この消費者安全法改正の動きに合わせ

て、地域において高齢者等の見守り活動を実施している団体、施設等

の支援者に対して、消費者被害の防止や早期発見につながる手法等に

ついての講座を実施しています。 

今後も、消費者行政の推進に努めてまいります。 

【大阪市消費者センター】 

６.社会インフラ（住宅・交

通・情報・防災）施策  

(1)空き家対策の強化（★） 

増加傾向にある空き家への

対策について、火災や倒壊など

によって周辺の住宅や住民に

危険を及ぼすことのないよう、

各市町村での特定空き家等に

対する取り組みをさらに強化

すること。 

また、空き家の利活用につい

て、国（国土交通省）は来年度、

民間の空き家を高齢者や低所

得者向けの賃貸住宅として活

大都市圏における空家率は高くなる傾向があり、本市としても空家

等対策は重要な課題と認識しております。 

こういった中、平成 27年 5月の空家法の完全施行も踏まえ、本市

においては同年 7月に区長会議まちづくり・にぎわい部会に、住吉区

長を会長とする代表 5区と 14関係局・室からなる「大阪市空家等対

策検討会」を設置し、区役所を拠点に関係局と連携しながら対策を進

めており、平成 28年 4月からは各区役所に空家相談窓口を設置し、

特定空家等への対策をはじめとした取組みを開始しております。 

また、平成 28年 2月から 11月にかけて、市長、市会議員及び学識

経験者等により構成される「大阪市空家等対策協議会」を 4回開催し、

11月 30日には本市における空家等対策を総合的に定める「大阪市空

家等対策計画」を策定いたしました。 

特定空家等につきましては、安全・安心なまちづくりの観点から、

周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、早急な対応が求められているた
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用する制度の導入を検討して

いる。各市町村でも、国の考え

方や方針に沿い、効果的に住宅

弱者のための空き家活用に結

び付けられるよう、制度を検討

し、必要な予算を確保のうえ、

具体的な施策を実施すること。 

め、本計画の基本的な方針においても、その対策を重点課題と位置付

け、空家法を効果的に活用し、特定空家等の所有者等の特定を迅速化

するとともに、所有者等への段階的な指導を行うことで主体的な問題

解決を促してまいります。 

≪区長会 まちづくり・にぎわい部会 空家等対策検討会事務局≫ 

【住吉区役所 企画課】 

【市民局 区政支援室 地域活動グループ】 

【都市計画局 建築指導部 建築企画課】 

【都市整備局 企画部 住宅政策課 住宅政策グループ】 

 

当該制度につきましては、現在、国土交通省において検討を進めて

おり、一定の要件を満たす民間賃貸住宅を自治体が認定し、公営住宅

の入居対象世帯に準ずる世帯が入居する場合に、国と自治体で家賃補

助等を行うものと聞いています。 

 一方、本市におきましては、政令市で最も多い約11万戸（移管され

た旧府営住宅含む）の市営住宅を管理しており、市営住宅において住

宅セーフティネットの役割を一定担えているものと認識しています。 

 今回の制度における家賃補助につきましては、新たに継続的な財政

負担を伴うこととなります。 

 このように、本市の公営住宅の状況や財政負担を鑑みれば、当該制

度の活用につきましては、慎重な対応が必要であると認識しておりま

す。 

【都市整備局 企画部 住宅政策課（住宅政策）】 

(2)交通施策の強化・充実にむ

けて 

交通のシビル・ミニマム（生

活基盤最低保障基準）の観点か

ら、市民生活の安全・安心を保

障する地域の公共交通対策や、

まちづくりと一体となった交

通施策の推進のために、以下の

３点について対策を講じるこ

と。 

① 交通基本計画」の策定と市

町村との連携 

交通政策基本法の「交通政策

基本計画」に基づく、総合的な

交通施策について定めた「交通

基本計画」を策定し、大阪府や

交通に関する政策につきましては、平成 27年 2月、交通政策基本法

に基づき交通政策基本計画が閣議決定され、全国的な交通政策の指針

が示されたところです。 

大阪市もこの基本計画を受け、大阪府など関係行政機関や交通事業者

と連携し、空港や国土軸を形成する新幹線などの広域交通と市域内と

のネットワークの強化をはじめ、バリアフリー対策、鉄道施設の耐震

化や津波に対する浸水対策など、今後も引き続き、安全で快適な交通

体系の実現に向けて取り組んでまいります。 

【都市計画局 計画部 交通政策課】 
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近隣市町村と連携した交通施

策の実践を求める。また、「交

通基本計画」策定にあたって

は、審議会などの場での労働者

代表、利用者や地域住民の声が

反映されるよう委員会参画な

どの対応を行うこと。 

②交通・運輸政策の専任者の人

材育成 

2013年 12月に施行された交

通政策基本法に基づいた施策

の推進のため、特に各市町村を

横断する公共交通路線や都市

交通・まちづくりの課題などに

精通する、持続性のある交通・

運輸政策担当者の人材育成を

行うこと。 

大阪市では、まちづくりを担う都市計画局の中に交通政策部門を設

け、持続可能な公共交通の充実を目指し、大阪府や交通事業者と連

携・協議を行っており、引き続きこうした取り組みを進めてまいりま

す。 

【都市計画局 計画部 交通政策課】 

③交通バリアフリーの整備促

進と安全対策 

 公共交通機関（電車・バス等）

のバリアフリー化促進と安全

対策の充実のため、駅のエレベ

ーターやエスカレーターの設

置や維持管理費用に対する財

政支援措置を行うこと。また、

ホームドア・可動式ホーム柵の

設置が促進されるよう、設置に

対する費用助成や税制減免措

置などの財政措置を講じるこ

と。 

本市では、高齢者や障がい者をはじめすべての市民が安全・快適に

暮らせるよう「ひとにやさしいまちづくり」を推進しております。 

公共交通機関のバリアフリー化促進への取り組みとしましては、鉄道

駅舎において段差が解消されるよう、「大阪市鉄道駅舎エレベーター

等設置補助金交付要綱」に基づき、エレベーター等の設置経費の補助

を行っております。 

【福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課】 

 

高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律（バリアフ

リー法・平成 18 年施行）では、公共交通事業者等は、旅客施設等

を新設又は大規模改修時の移動円滑化基準適合義務や既存施設の

基準適合努力義務が定められております。 

 また、同法に基づく基本方針（平成 23 年 3 月改正）において、

鉄道事業者の駅舎等へのエレベータ等による段差解消や可動式ホ

ーム柵、点状ブロックなど転落防止のための設備の整備実施に関す

る定めがなされております。 

 可動式ホーム柵等の整備については、停車する車両の扉位置が定

まっており、車両を自動的に一定の位置に停車させることができる

などホームの構造が旅客の円滑な流動に支障を及ぼす恐れが無い

駅においては、停止時分の増大等のサービス低下、莫大な投資費用

等の課題についての検討を踏まえつつ、可動式ホーム柵の整備を優

先するよう努めるとされています。 
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 大阪市では、平成 22年度から可動式ホーム柵設置の誘導策として、

「大阪市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業補助制度」を設けてお

り、大阪市内の 1 日あたりの平均的な利用者数が 10 万人以上の駅舎

及びホーム状況等を勘案し、可動式ホーム柵等設置について、経費の

1/6 かつ上限金額（１線あたり 2,500 万円）以内で民間鉄道事業者に

補助を行っており、鉄道事業者に対し、整備計画等に関して引き続き

聞き取りや働きかけを行ってまいります。 

【都市計画局 計画部 交通政策課】 

(3)交通安全対策の強化につい

て 

大阪府内でも自転車が関係

する事故は多発している。昨年

改正された道路交通法の趣旨

に基づき、自転車運転者に対す

る啓発の取り組みを一層拡大

すること。特に、自転車運転中

のスマートフォンの操作など

の危険運転に対する取り締ま

りを強化すること。 

また、本年から施行されてい

る「大阪府自転車条例」につい

て、府民への周知・徹底を行う

こと。 

本市は、大阪府、大阪府警察等と共に関係機関で構成する大阪府交

通対策協議会として、自転車マナーアップ強化月間や各季交通安全運

動を中心に、自転車の安全運転に関する啓発活動を展開しているとこ

ろです。 

また、主に区役所と所轄警察署が連携し、要請に応じて、学校、地

域活動団体、企業等を対象に自転車安全教室を実施しています。 

さらに今年度は新たに、大阪府交通安全協会と連携し自転車安全教

育指導員の養成講習を区役所職員を対象に実施したほか、11月の自転

車マナーアップ強化月間に合わせた啓発イベント「スマイルサイクル

フェスタ in 大阪」を大阪府警察と合同で開催するなど、自転車の安

全利用促進の取組を強化しております。 

自転車の危険運転に関する取締りは警察の所管ですが、本市として

も、市民に配布している啓発冊子「自転車のルール」や啓発イベント

を通じ、携帯電話等のいわゆる「ながら運転」の禁止を呼びかけてお

ります。 

「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

は、大阪府と連携しながら、広報リーフレットの配布、区の広報紙や

市ホームページによる広報を行い、広く市民への周知・徹底を図って

おります。 

今後も、関係機関と連携しながら本市における自転車の安全利用促進

に取り組んでまいります。 

【市民局 区政支援室 市民活動支援担当（地域安全）】 

(4)災害対策の強化（★） 

①社会インフラ対策の強化 

社会インフラ対策の強化・充

実は、巨大地震が予測されるな

かで重要な事業である。 

「新・大阪府地震防災アクシ

ョンプラン」に基づき、耐震化

や津波対策などを行うこと。ま

た、2015年 3月策定の「大阪

大阪市では、平成 23年 3月の東日本大震災の教訓や、今後、発

生するとされる南海トラフ巨大地震の被害想定、災害対策基本法

等の各種法改正等を踏まえ、平成 26 年 10 月に「大阪市地域防災

計画」を修正し、更なる対策強化の方向性を示しました。  

この新たな「大阪市地域防災計画」に基づき、本市で想定され

る各種災害の被害軽減を図るため、「新・大阪府地震防災アクショ

ンプラン」と調和を図りながら、取り組むべき施策と目標及びそ

の取組期間を明確にした「大阪市地域防災アクションプラン」を

平成 27年 9月に策定しました。 
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府都市基盤施設長寿命化計画」

を効果的に実践していくこと。

特に、老朽化した社会資本につ

いて、点検・診断・監視システ

ムのＩＣＴ化をはかり、効率的

な維持管理を行うこと。 

また、発災時に避難場所とな

る各市町村立学校の耐震化が

速やかに完了すること。 

加えて、不特定多数の人が利

用する民間施設などの耐震化

についても、その取り組みが進

むよう、財政的な支援施策を講

じること。 

また、「大阪市地域防災アクションプラン」の進捗管理として、

前年度の取組施策に対する進捗評価を行い、「改善が必要な取組

み」や「新たな取組み」に関する文言修正を内容とする「大阪市

地域防災アクションプラン」の一部改訂を平成 28年 6 月に実施し

ました。 

「大阪市地域防災アクションプラン」に基づき、耐震化や津波対策

を推進してまいります。 

【危機管理室 危機管理課】 

 

本市では、平成 27 年 12 月に公共施設の総合的かつ計画的な維持

管理を進めるうえでの 

基本的な方針として「大阪市公共施設マネジメント基本方針」を策定

しました。本市のイ 

ンフラ施設の維持管理におきましては、これまでも長寿命化を基本と

した適切な維持管 

理・更新に努めてきておりますが、今後も本方針に基づき庁内関係部

局間が緊密な連携をとり、技術やノウハウの共有を図るとともに、定

期的な点検や施設の状態把握に有効なＩＣＴなど新技術の活用によ

り維持管理の効率化を図るなど、着実に公共施設の維持管理、更新を

実施してまいります。 

  

※なお、「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」は大阪府が所有するイ

ンフラ施設の維持管理計画となっています。 

【建設局 総務部 企画課】 

【建設局 管理部 工務課】 

 

平成25年11月に、建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正さ

れ、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の所有者に対し、耐震

診断の実施及び所管行政庁への耐震診断結果の報告が義務付けられ

ています。 

本市では、耐震診断の義務付けされた建築物の耐震化を促進する

ため、平成 27 年度から、不特定多数の者が利用する大規模建築物

のうち、学校、病院、ホテル等、災害時に一定の役割が期待できる

用途で、本市と災害時の覚書等の締結を行う民間建築物を対象に、

耐震改修設計費及び耐震改修工事費に対する補助を実施していま

す。 

耐震改修設計費については、費用（床面積あたりの限度額あり）

の 2/3 以内（補助限度額 700 万円/棟）を補助しており、耐震改修

工事費については、費用（床面積あたりの限度額あり）の 23％以内
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（補助限度額 1億円/棟）を補助しています。 

今後とも、安全で安心して暮らせるまちの実現に向けて、引き続き、

民間建築物の耐震化の促進に努めてまいります。 

【都市整備局 企画部 住宅政策課（防災・耐震化計画）】 

 

大阪市立学校の校舎や体育館については、平成 28 年 8 月までで全

て耐震化が完了しています。 

【教育委員会事務局 総務部 施設整備課】 

② 防災・減災対策の充実・徹

底 

平時から「災害時の避難・誘

導の仕組み」を整え、市町村が

作成しているハザードマップ

や防災マニュアルなどの活用

も含め、住民への周知を徹底す

ること。 

また、市民や事業者を巻き込

んだ防災訓練などの定期的な

実施により、「顔の見える関係」

を構築することで、地域の「避

難行動要支援者」のための迅速

な支援体制の確保など、災害時

の助け合い・地域防災力の向上

につなげる工夫を行うこと。さ

らに、各市町村での避難行動要

支援者の名簿作成を早期に完

了すること。 

本市では、平成 26 年度末に、津波の浸水想定や津波避難ビル等を

掲載した「水害ハザードマップ」及び日頃の備えから災害発生時の行

動などを掲載した「市民防災マニュアル」を全戸配布したほか、各区

の広報紙においても防災マップ等を掲載するなど、継続して広報、啓

発を行っております。 

地域における自主防災の取組み支援につきましては、各地域で地域

活動協議会などを中心とした防災活動が自主的に行われるよう、自主

防災組織の確立を進めています。危機管理室の自主防災組織力向上コ

ーディネーターを派遣し、区役所と連携して、地域特性に応じた地域

の地区防災計画や防災マップの作成、また、避難行動要支援者の避難

支援の取組みを促進するための支援を行うとともに、防災講演会や出

前防災講座などの開催を行っています。 

また、自主防災組織力向上アドバイザーを派遣し、地域の地区防災

計画に基づいた避難所開設訓練と、福祉避難所における福祉避難所開

設訓練や津波避難施設における津波避難訓練等と連動した総合的な

防災訓練の実施を進めています。 

避難行動要支援者名簿につきましては、本市保有の要配慮者情報に

基づきあらかじめ作成しており、本人同意を得て自主防災組織へ提供

し、災害時には当該名簿等により避難支援を行うこととしておりま

す。 

今後とも、自主的な防災活動が展開されるよう努めてまいります。 

【危機管理室 危機管理課】 

③集中豪雨など風水害の被害

防止対策 

日本各地で多発する土砂災

害や豪雨水害などの経験を踏

まえ、災害がより発生しやすい

箇所を特定しつつ森林整備な

どの維持・管理を重点的に行う

こと。 

また、斜面の崩壊や堤防決壊

本市域の水災害対策としては、上町台地を境として東側の寝屋川流

域における治水対策と西側の西大阪地域における津波・高潮対策への

対応を行っています。 

 治水対策を実施している寝屋川流域においては、平成 2年 4月に「寝

屋川流域整備計画」を策定し、河川・下水道・流域が一体となった総

合的な治水対策をこれまでに進めて来ています。 

 また、西側の西大阪地域においては、南海トラフ巨大地震対策とし

て府市の港湾・河川管理者が協調し、河川堤防や水門等のハード施設

の耐震・液状化対策を緊急的に実施しています。 
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などを防ぐ工事などに早期に

着手・完了すること。加えて、

災害発生リスクの高いエリア

に居住する住民の避難行動を

支援する取り組みを実施する

こと。 

 さらに、総合的な治水対策の

観点から、治水施設の整備を行

い、水害発生を想定した万全の

備えを行うこと。 

今後もこうした河川に係る水災害対策について関係機関と連携の

下、総合的に対策を推進していきます。 

【建設局 下水道河川部 河川課】 

(5)公共交通機関での暴力行為

の防止とその対策について 

 国土交通省の調査により、駅

構内や車内など公共交通機関

での暴力行為の発生件数は増

加傾向にあるとされている。 

これら暴力行為の防止対策

として、市民に対する積極的な

広報・啓発活動を行うととも

に、公共交通機関の事業者が独

自で行う対策（防犯カメラの設

置や警備員の配置など）への支

援措置を講じること。 

犯罪抑止対策については、民鉄協（日本民営鉄道協会）を中心とし

て、各鉄道社局と共同で暴力ストップキャンペーンを行うとともに、

鉄道警察隊及び所轄警察と暴力行為に関する事前の相談や発生時の

対応について連携を密にしています。 

また、暴力行為の防止の取組みについて、ホームページへの掲載や

駅構内及び列車内へのポスターの掲出を行い、お客さまへの啓発を行

っています。 

【交通局 鉄道事業本部 運輸部 駅務課】 

 

市営バスでは、平成 23 年にあべの北操車場において職員が死亡す

るという事件が発生したことを受け、再発防止対策を講じることを目

的として第三者暴力行為対策検討小委員会を設置し、同委員会で暴力

事案への対応等について検証・検討を進め、再発防止対策が提言され

ました。この提言を受け、二度とこのようなことに職員が巻き込まれ

ることのないよう、セキュリティーの強化に努めています。 

＜自動車部において事件以降、実施したセキュリティー対策＞ 

◇ 営業所への侵入者に対する防犯対策 

・営業所外周を対象とした機械警備の導入 

・防犯カメラ及びカメラが作動中であることを知らせるための

表示板「防犯カメラ作動中」を設置 

◇ お客さま及び職員への暴行・犯罪行為等の対策 

・非常時専用携帯電話（いわゆる見守り携帯）、防刃チョッキを

営業所や事故処理担当などに配備 

・各操車場の建物の出入口に暗証番号式鍵を設置 

・事故・トラブル時の対応をリスクレベル別に記載した運転手

用・営業所用マニュアルの制定 

一方で、テロ対策として、 

◇ 営業所及びターミナルにおける巡回・警備の実施（大阪駅前

では、巡回・警備実施以外にもゴミ箱の集約化や交番係官と
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の連携強化） 

◇ バス車両における始終業時及び運行毎の不審物確認及び「バ

スジャック対応マニュアル」の指導徹底並びに「ＳＯＳ」表

示機能付乗降中表示器の設置 

◇ バス車内の音声案内等による不審物発見時の係員への通報

など、お客さまに対する協力要請 

など、国土交通省の指導を基本として実施・強化に努めています。 

また、平成 20 年度から、バスジャックを想定した重大事態対応訓

練を実施しており、関係機関とも連携を図りながら、今後も引き続き

実施する予定です。 

【交通局 自動車部 安全サービス課】 

７.大阪市地域協議会独自要

望内容 

(1)中学校給食の改善について 

成長期の子どもたちにとっ

ての給食を保障することは大

切なことである。しかし、性急

な対応をすることで、不安要素

が検証されることなく実施が

すすめば、安全な給食の提供が

危ぶまれる。また、安全・安心

な中学校給食の提供、給食を中

心とする小学校から中学校の

9年間を通した食教育をすす

めていくためにも、現在実施し

ている親子方式を十分検証し

て,より安全・安心な給食が提

供できるようすること。 

現在、大阪市には全校に栄養

教諭が配置されていないため、

区を単位として栄養教諭が食

育の授業に出向いています。食

教育は学校全体での取り組み

であり、その中核を担う立場と

して栄養教諭が存在する。 

また、栄養教諭は食育の重要

な教材にするため、食育指導の

ねらいに沿った献立を作成し、

実際の給食を提供し、さらには

中学生の時期は、成長に必要な栄養素の量が生涯で最も大きくな

り、栄養バランスに配慮した食事を摂ることが重要な時期です。 

 教育委員会は、平成 26年 2月に中学校給食をデリバリー方式によ

り、全市的に全員喫食を導入していくことを決定し、平成 26年度か

ら区ごとに区長の実施方針に基づき、新学年から学年単位、又は全

学年一斉に全員喫食を実施してきました。 

 しかしながら、デリバリー方式では温かい給食の提供に限界があ

り、生徒のアンケート調査等によると、給食を残す理由として「おか

ずの冷たさ」が最も多く、加えて、分量調整やアレルギー等にも柔軟

に対応できないことが課題となっていることから、温かい給食を提供

し、分量調整、アレルギー等に、より柔軟に対応できる親子方式もし

くは自校調理方式へと移行し、食育の充実を図っていく予定です。 

また、学校給食の提供に当たっては、安全性を確保しつつ栄養面等給

食の質を維持するよう取り組んでまいります。 

【教育委員会事務局 教務部 学校保健担当】 

 

小学校及び中学校における栄養教職員は、「公立義務教育諸学校の

学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」に基づいて、学校給食

単独実施校のうち、児童・生徒数 550 人以上につき 1 名、550 人未満

は 4校につき 1名を定数として措置されております。栄養教職員は、

未配置校における食育推進のため、周辺校の巡回などを実施しており

ます。 

本市の厳しい財政状況の中で、人件費の抑制と削減を求められてお

り、標準法に加える栄養教職員の配置は困難な状況でございます。 

今後とも、国による教職員定数の改善の動向を注視しながら適切に

対処してまいります。 

【教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当】 

 



- 30 - 

 

嗜好調査や残食調査なども含

め、学校給食が効果的に実施さ

れるため給食管理にも重要な

役割を担っている。また、食物

アレルギーをもつ児童・生徒が

増加しており、学校給食におい

て、担任や家庭と連携し、子ど

もたちの健康と安全を第１に

対応をしていくことが不可欠

となっている。 

このように、各校に在籍する

様々な子どもたちに安全・安心

な給食を提供し、大阪市の食教

育をさらにすすめるためにも、

教育に関する資質と栄養に関

する資質を併せ持つ栄養教諭

を全校に配置すること。 

現在、大阪市では、平成 29 年度までの 5 年間を期間とする「第 2

次大阪市食育推進計画」を進めております。 

教育委員会としましては、各学校において食に関する指導の全体計

画に基づく「年間指導計画の策定」の推進を行い、食育の推進組織を

設置するなど推進体制を整えて、教育活動全般で系統的かつ組織的に

食育を進めていくように指導しています。 

また、児童・生徒が将来にわたって健康に生活していけるよう栄養

や食事のとり方などについて正しい知識に基づいて自ら判断し、実践

していく「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を身につけるた

め、栄養教諭・学校栄養職員の未配置校に対する食に関する指導の充

実を図ることを目的とする栄養教育推進事業等を実施しております。 

【教育委員会事務局 指導部 初等教育担当】 

(2)商店街での自転車通行規制

について 

 2014 年 1 月から天神橋筋商

店街の JR 天満駅南側でも自転

車通行が規制されたことによ

り、アーケード設置区間を中心

にほぼ全域で自転車通行が禁

止になったが、現実は、特に朝

の通勤・通学の時間帯は、ルー

ルが守られておらず、接触によ

る重大事故がいつ発生しても

おかしくない状況にある。区間

（場所）によって通行時間帯が

異なることも 1 つの要因と考

えられるところである。 

 区としても現状を把握し、地

元商店街に働きかけ通行禁止

時間帯を統一すること。また、

警察などと連携し市民への啓

発活動と取り締まりを徹底す

る施策を講じること。 

天神橋筋商店街のほぼ全域での自転車通行規制につきましては、地

元商店街のご尽力のもと、管轄警察との協議のうえで実現したものと

なります。実際に通行禁止時間帯を定める際には、地元商店街の意向

を踏まえて決定したものであり、区役所が、その時間帯の変更を行う

ことはできません。 

 区役所といたしましては、管轄警察署との連携を密にし、取り締ま

りを行うよう働きかけるとともに、啓発に関しましては、「北区交通

安全大会」での啓発や、春と秋の交通安全運動期間中の啓発キャンペ

ーン、区役所主催の出前講座等を通じて、広く区民に自転車走行マナ

ーに関する啓発を行ってまいります。 

【北区役所 地域課（地域担当）】 

(3)区行政の充実について 平成24年7月に策定した「市政改革プラン」に基づき、区内の基礎
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 本市は「市政改革プラン」に

基づき、区長の権限と責任で、

各区・各地域の事情や特性に即

した施策や事業を総合的に展

開できるよう、区長の決定権の

拡大を図られているところで

あるが、その財源は限られてお

り地域の特色を十分に発揮出

来ているとは言い難い。各区に

おいて住民自治が機能する仕

組みをつくり、住民に近い所で

より多くの行政サービスの提

供が決定できるよう、各区にさ

らなる財源と権限・人員を配置

すること。 

また、都市内分権を図るた

め、コミュニティ振興・社会教

育関係事業等、可能なところか

ら区長への事務委任をさらに

進めていくこと。 

自治に関する施策や事業についての決定権を局から住民により身近

な区長に移譲し、24区一律ではなく、区長の権限と責任で、ゼロベー

スで見直し、再構築を行いながら、各区・各地域の事情や特性に即し

た施策や事業を総合的に展開できるよう、区長の決定権の拡大を図っ

てきたところです。 

拡大した決定権にかかる事務事業については、各区シティ・マネージ

ャーが、関係局・室の長及び職員を補助組織として指揮監督できるこ

ととしており、区の人員を増やすことなく、関係局・室の専門的な知

識・情報やノウハウを活かしながら、事務事業を執行しています。 

【市民局 区政支援室 政策支援担当（政策支援グループ）】 

(4)西成特区構想プロジェクト

について 

 西成特区構想プロジェクト

のまちづくり・再開発整備施策

の推進に向けては、あいりん地

域まちづくり会議が開催され、

主にあいりん労働センターの

建て替え、市営住宅の建替え、

萩之茶屋小学校閉校にともな

う跡地活用、大阪社会医療セン

ターの地域医療の充実、駅前エ

リアの再開発整備等が議論さ

れている。 

 今後、この地域におけるまち

づくり・再開発整備について

は、国・府と連携しつつ、当該

地域の歴史的経過を踏まえ、関

係する地域の合意をはかりつ

つ、地域の活性化につながるよ

あいりん労働福祉センター、大阪社会医療センター付属病院の諸施

設の建替えについては、この間、有識者の協力も得ながら、地域住民

はじめ関係者と議論を重ね、当事者の意見を十分聞くという「ボトム

アップ方式」で進めており、本年 7 月 26 日の「あいりん地域まちづ

くり会議」において、移転建替などの方向性についての合意が得られ

ました。 

今後も引き続き、国・府・市など関係機関で連携しながら、あいりん

総合センターの諸施設の建替工事の進捗状況も見据え、駅前の活性化

を含む、将来のまちづくりなどについて、地域住民や関係者の方々の

声をしっかり汲み上げながら、地域の活性化につながるよう取り組ん

でいきます。 

【西成区役所 総務課（総合企画）】 
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う施策設計や展開を行うこと。 

(5)「大阪市ひと・まち・しご

と創生総合戦略」について 

  大阪市版総合戦略では、「魅

力と活力あふれる大阪をつく

る」、「若者・女性が活躍できる

社会をつくる」、「健康で安心し

て暮らし続けられる地域をつ

くる」を基本となる施策の柱立

てをしている。 

また、総合戦略の推進にあた

っては、地域団体、市民、ＮＰ

Ｏ、企業など多様な活動主体と

連携・分担を行っていく必要が

あります。 

今後、これらの活動主体と連

携を深め目標値を達成すると

ともに、24行政区においても、

区としての政策提案が出来る

仕組みをつくること。 

本市では「大阪市まち・ひと・しごと創生総合戦略」のもと、魅力

と活力あふれる大阪の実現や、若者・女性の活躍促進及び子育て・教

育環境の充実、誰もが健康でいきいきと安心して暮らし続けられる地

域づくりに向けて取組みを進めています。 

また、この総合戦略の推進にあたっては、地域団体、市民、ＮＰＯ、

企業など多様な活動主体と連携・分担を行っていく必要があると考え

ています。 

なお、総合戦略の策定プロセスには区長も参画しているほか、パブリ

ックコメントも実施しています。 

【政策企画室 企画部 政策調査担当】 

(6)ウォーキング・ジョギング

コース等の整備について 

 市民の健康年齢の引き上げ

に寄与し、加えて国際観光都市

としての付加価値を高めるた

め、市民や観光客が大阪市内で

安全かつ手軽にウォーキン

グ・ジョギングを楽しめるコー

スを設定し、情報公開するこ

と。 

また、既存するジョギングコ

ースの沿道状況を把握し、適切

な整備を施すこと。 

市内の都市公園においては、大阪城公園や長居公園、鶴見緑地にウ

ォーキングコースやジョギングコースを設定し、本市のホームページ

で案内しております。 

 また、公道上にあるジョギングコースとしては『大野川筋ランニン

グコース』（西淀川区歌島～姫島）、『中野ランニングコース』（都島区

中野町 3 丁目）、『鶴町ランニングコース』（大正区鶴町 2 丁目）の 3

コースがあります。これらのコースについては、コース設定から数十

年が経過し、沿道状況も変化しているため、本市のホームページ等で

情報を提供しておりませんが、情報提供を含めて、今後の方針を検討

してまいります。 

なお、新たなコース設定については、安全に走り続けることができ

る場所の確保が困難であることから、現在のところ予定はありません

が、今後ウォーキング・ジョギングコースへのニーズがさらに高まれ

ば既存のコースを含め検討をしてまいります。 

【建設局 公園緑化部 調整課公園整備担当】 

【建設局 道路部道路課】 

【経済戦略局 スポーツ課】 

(7)住吉市民病院廃止に伴う病

院再編計画について 

住吉市民病院の閉院に伴い、府市共同で府立急性期・総合医療セン

ター敷地内に「府市共同住吉母子医療センター(仮称)」を建設し、24
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住吉市民病院（住之江区）

の廃止に伴い小児・周産期医療

の確保・充実のため、府立急性

期・総合医療センター（住吉区）

と誘致する民間病院で役割分

担をしながらに担っていける

よう体制づくりを構築してい

くとしている。住吉市民病院の

閉院が 2018年 3月末に延期さ

れたものの、新たな府立共同住

吉母子医療センター（仮称）で

の医師の確保や地域医療の維

持等と課題が山積している。 

今後、住吉市民病院の廃止

までに、地元住民をはじめ、医

療機関等の意見の集約をした

うえで、不足する小児・周産期

医療に対し、新たな医療機能体

制づくりをすること。 

時間 365日の小児救急対応等に加え、最重症合併症妊産婦等のハイリ

スク症例への対応の強化など高度医療の充実と、住吉市民病院が現在

担っている小児・周産期医療の引き継ぎを行うこととしています。 

一方、平成 25 年 3 月の大阪市会において、機能統合に伴う住吉市

民病院の廃止を盛り込んだ「大阪市市民病院事業の設置等に関する条

例」の一部改正案が議決された際に「大阪府市共同住吉母子医療セン

ター（仮称）の整備にあたっては、現行の住吉市民病院が担っている

産科・小児科等の機能存続と南部医療圏の小児・周産期医療の充実の

ため、責任を持って民間病院の早期誘致を実施すること」との附帯決

議が付されたことを受けまして、小児科・産科を含む民間医療機関を

誘致することとし、住之江区で長年医療提供を行っている医療法人三

宝会（南港病院）を事業予定者として決定しました。 

現在、住吉市民病院が担っている医療機能の継承については大阪

府、大阪市並びに関連病院等で検討しており、大阪府市共同住吉母子

医療センター（仮称）と住吉市民病院用地に誘致する民間病院とで役

割分担を行い、市南部保健医療圏の小児・周産期医療の充実・強化を

図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

【健康局 総務部 総務課・病院機構支援担当】 

(8)休日急病診療所の増設と診

療時間の拡大について 

大阪市内での小児科専門の

救急病院が少なく、休日夜間に

なると大阪中央急病診療所（西

区）しか対応しておらず、大勢

の患者が集中し、救急で行って

も待ち時間が非常に長い。各休

日急病診療所の増設、または診

療時間拡大をすること。 

休日急病診療所の従事医師は各区域の開業医に依頼しており、小児

科医師の減少とも相まって現状以上の医師確保は難しい状況にあり

ます。 

 本市としても、救急医療体制に必要である医師（特に小児科、産科

等の分野）等の医療従事者の人材確保について、国へ要望していると

ころです。 

【健康局 健康施策課（保健医療グループ）】 

(9)大阪市営地下鉄「おでかけ

ＫＩＤ‘ＳサマーＰａｓｓ」に

ついて 

大阪市営地下鉄「おでかけ

ＫＩＤ‘ＳサマーＰａｓｓ」企

画を夏休み以外の期間でも実

施し、家族で外出する機会を提

供し経済活性化につなげるこ

と。 

当局では、沿線である大阪市内の小学生を対象に、市営交通により

親しみを持っていただくとともに、様々な場所にお出かけし、未知の

経験・体験をしていただく機会を提供するため、市営交通を無料でご

利用いただける乗車証を配布する取組みを実施しております。 

本取組みは、平成 25年度は、夏休みが始まる 7月 20 日から、冬休

みが終わる 1月 13日までのうち 5日間ご利用可能としていましたが、

平成 26年度以降は、夏休み期間中の 40日超を対象として、ご利用可

能な日数を拡大して実施してきました。 

 この間、利用者の方からご好評いただいていることから、平成 29

年度につきましては、夏休み期間のみならず、家族でのお出かけの機
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会が見込まれる冬休みを中心とした、冬の期間にも拡大して実施する

予定です。 

【交通局 経営管理本部 経営管理部 経営企画課】 

(10)児童いきいき放課後事業

について 

「児童いきいき放課後事

業」では、一定人数以上の利用

希望者があれば、延長して 19

時までの延長利用を行ってい

るが、多様な就労状況を勘案し

て一定人数以上の利用希望者

がなくても、19時までの延長

すること。 

本市の放課後児童施策については、大阪市内の全ての小学校区で

実施する「児童いきいき放課後事業」を中心に進めていくこととし

ており、それぞれの地域ニーズに応じたサービスが提供できるよう

実施主体について公募により選定するとともに、時間延長など事業

内容の充実を図っているところでございます。 

時間延長については、公費によらず、事業者が各いきいき運営委

員会の了承を得て実施することとしており、条件については地域の

状況に応じて各事業者が設定したものとなっております。 

その上で、なお残る留守家庭児童のニーズに対しては、民設民営で

実施されている放課後児童クラブに対し補助金を交付する「留守家庭

児童対策事業」を、「児童いきいき放課後事業」の補完的役割として

実施しております。 

【こども青少年局 企画部 青少年課（放課後事業グループ）】 

(11)地域コミュニティの創設

について 

貧困や介護ニーズを抱える

高齢者や障がい者も含め、生活

に困難を抱える市民を地域社

会において包摂し、支援してい

くコミュニティの再生が課題

となっている。そのためには、

とりわけ高齢者の孤独死や子

供への虐待など、従来コミュニ

ティが担っていた身近な生活

課題の相談に対応し、必要な場

合は専門的な機関につないで

いくような「小さな拠点」とも

いうべき施設の整備が有効だ

と考える。 

「子ども食堂」などをみて

も市民の自主的な活動として、

取り組まれつつあるが、行政と

してのネットワークづくりや

公的支援制度が必要であり、Ｎ

ＰＯとも連携のうえで、身近で

かつ施策横断的なコミュニテ

貴団体ご指摘のとおり、現在の地域社会はさまざまな課題を抱えて

おり、社会全体で対処すべき「公共」の分野は大きく広がっていると

認識しております。 

 本市では、地域の課題や資源などを最もよく知っている地域団体の

ほか、市民、NPO、企業などのさまざまな活動主体が、自らが地域社

会における「公共」の分野を担う主体であるという当事者意識のもと

互いに協働し、また、これらの主体と行政とが協働するマルチパート

ナーシップによって、拡大し続ける「公共」を担っていく活力ある地

域社会をめざしていくことを、市政改革プランでうたい、これに基づ

き様々な施策を展開しています。 

 おおむね小学校区単位での支援といたしましては、「自治」と「行

政との協働」によって地域課題への対処など地域のまちづくりを進め

ることを目的とし、様々な市民活動団体で構成された「地域活動協議

会」が、地域における住民の様々な意見の調整・取りまとめを行うと

ともに、「地域における地域課題への対応のうち、『行政が担わない（地

域に委ねるべき）分野』及び『市民活動団体の活動対象とならない分

野』をカバー（補完）する」といった「準行政的機能」を発揮できる

よう、中間支援組織（まちづくりセンター）を通じた支援や、活動内

容を指定しない柔軟な財政的支援などを活用しつつ、地域を最もよく

知る行政機関である区役所が、各地域の実情に応じたきめ細やかな支

援を展開しています。 

 また、地域活動協議会などが地域活動に取り組むうえで必要となる

「活動の場」＝拠点として地域集会施設があり、それら施設の整備・
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ィにおける「小さな拠点」整備

を支援する制度の創設するこ

と。 

改修（耐震工事を含む）への補助制度を整備しているとともに、固定

資産税や使用料の免除といった政策的な軽減措置を行っています。 

一方、小学校区等地域に限らずこのような地域の課題を解決するため

の活動を自主的自律的に行われている NPO等に対して、個別活動に関

する相談や他団体との連携に向けた場づくりなどの支援を行ってい

ます。 

【市民局 区政支援室 地域力担当】 

 

少子高齢化の進展や地域でのつながりの希薄化など、地域における

福祉課題はますます複雑化・多様化・深刻化しており、市民の安全・

安心を支える地域福祉の果たす役割は重要なものとなっています。 

そのため、本市では、地域福祉の取組みが今後ますます充実・発展

したものになるよう、それぞれの区の実情に応じた仕組みづくりや新

たな相談体制づくりに取り組んでおります。 

また、平成 27 年度からは「地域における要援護者の見守りネットワ

ーク強化事業」として、各区社会福祉協議会に福祉専門職のワーカー

等を配置した「見守り相談室」を設置し、日頃からの見守り活動や住

民間のつながり、地域の社会資源のネットワークの強化を図っており

ます。 

【福祉局 生活福祉部 地域福祉課】 

(12)「路上喫煙禁止地区」の拡

大について 

道路や公園など、多くの人々

が通ったり、集まったりする公

共の場所での喫煙は、喫煙する

人が注意を払っていても、他人

の身体や衣服などにたばこの

火が当たってしまったり、煙を

吸わせたりすることがある。 

特に、たばこを持つ手は子ど

もの顔のあたりに位置するの

で、子どもに与える被害が問題

視されている。大阪市において

は、一部「路上喫煙禁止地区」

を設定しているが、上記要旨を

踏まえ、子どもたちが多く集ま

る公園など「路上喫煙禁止地

区」に指定し拡大すること。 

平成 19年 4月に、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保

することを目的として「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を施行

し、市民等の責務として、道路、広場、公園その他の公共の場所では、

市民等は、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫

煙の防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する

施策に協力するよう努力義務を課しています。さらに、「御堂筋及び

大阪市役所・中央公会堂周辺」と「都島区京橋地域」を路上喫煙禁止

地区として定め、違反者に対し罰則（過料 1,000円）を適用しており

ます。 

新たな禁止地区の指定にあたっては、大阪市路上喫煙対策委員会の

「路上喫煙による迷惑や被害の未然防止といった観点から、駅周辺や

通行者数が比較的多い地域、ＰＲ・抑止効果などとともに、区の意見

を踏まえ総合的に判断されたい。」という答申を踏まえ、各区と連携

して取り組んでまいりたいと考えております。 

【環境局 事業部 事業管理課】 

(13)すべての子どもたちに教 義務教育の年齢（満 15歳）を超えた方で、中学校を卒業していな
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育を保障すること 

国会審議となっている「義

務教育の段階に相当する普通

教育の多様な機会の確保に関

する法律案」（「多様な教育機会

確保法案」）ように、国におい

ても、義務教育を十分保障され

ていない不登校児童・生徒等

に、教育の機会が均等に確保で

きるよう取り組みがすすんで

いる。大阪市においても、不登

校児童・生徒等、学習したい人

たちに、学べる場所を保障する

こと。 

また、障害者基本法が改正さ

れ、「国及び地方公共団体は、

障がい者が、その年齢及び能力

に応じ、かつ、その特性を踏ま

えた十分な教育が受けられる

ようにするため、可能な限り障

がい者である児童及び生徒が

障がい者でない児童及び生徒

と共に教育を受けられるよう

配慮しつつ、教育の内容及び方

法の改善及び充実を図る等必

要な施策を講じなければなら

ない。」とされている。 

このことから、義務教育諸学

校や高等学校で勤務する教職

員すべてが、「障がい」につい

て理解を深め、「障がい」のあ

る児童・生徒に対してよりよい

教育を提供しなければならな

い。そのために、教職員の資質

向上がはかられるよう、大阪市

として取り組みをすすめるこ

と。 

い方や実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方

へは、本市において、一定の入学要件を満たしている方を対象に、

中学校夜間学級で就学の機会を提供しております。 

また、不登校の小・中学生に対する居場所の 1つとして、こども相

談センター及び市内各所に通所場所を開設し、社会の構成員として必

要な資質・能力の育成をめざして、学習支援や心理的支援、集団活動、

体験学習等を提供しています。 

本市では障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶしくみであ

る「インクルーシブ教育システム」構築推進にむけ、特別支援教育の

充実を図っているところです。発達障がいを含む障がいへの理解を深

めるため特別支援教育コーディネーター研修、合理的配慮研修、発達

障がい基礎講座、発達障がい専門講座、音声教材活用研修、手話講座

などの特別支援教育に関する研修を実施しております。 

今後も、引き続き研修内容を充実し、教職員の資質向上が図られる

よう取り組んでまいります。 

【教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当】 

【こども青少年局 こども相談センター 教育相談担当】 

【教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当】 

(14)政令市へ権限移譲に関わ

って 

小・中学校における学級編制は、「公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律」および「同施行令」に基づいて、
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2017年度から政令市に勤務

する教職員の給与負担等が都

道府県から政令市へ権限移譲

されます。このことが起因とな

る「教育水準」「教育条件」の

格差が生じないようにするこ

とが重要です。 

教職員の定数については、

現行の教職員定数（基礎定数・

加配定数）を維持するため、義

務教育費国庫負担金や地方交

付税制度、税の配分等財源を確

実に確保すること。 

また、学級編制については、

2011 年に義務標準法が改正さ

れ、小学校 1 学年が 35 人以

下学級となり基礎定数化がは

かられた。現在他の学年は 40 

人のままで、小学校 2年にのみ

加配措置を行うことで 35 人学

級が実現している。現行の学級

編制基準を堅持するとともに、

早期に小・中学校の全学年を

35 人以下学級にすること。 

1 学級 40 人（小学校 1 年生は 1 学級 35 人）を基本として編制するこ

ととなっております。 

 少人数学級につきましては、大阪府が小学校 2 年生について 35 人

で学級編制を実施しており、本市におきましても府の基準に従い、小

学校 2年生について 35人で学級編制を実施しております。 

 学級編制の標準の引き下げは、国の責任において財源措置がなさ

れ、実施されるべきと考えており、平成 29 年度における学級編制基

準については、国の動向を注視しつつ検討してまいりたいと考えてお

ります。 

【教育委員会事務局 総務部 学事課】 

 

県費負担教職員制度に係る包括的な権限が指定都市に移譲される

ことに伴い必要となる財源につきましては、現在道府県が提供してい

る教育行政の水準を維持できるよう、教職員給与はもとより、移譲に

より生ずる事務関係経費を含めた所要額全額を適切かつ確実に措置

されるよう、国に対し要望を行っているところでございます。今後に

つきましても、国からの財政措置状況等を注視してまいります。 

【教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当】 

(15)子ども相談センター(児童

相談所)と児童自立支援施設の

拡充について 

家庭環境等から虐待され保

護しなければならない子ども

たち、家庭で養育できない子ど

もたちや家庭的・社会的背景か

ら問題行動を起こし、生活指導

が必要な子どもたちが増加し

ている。現在大阪市には、子ど

もの福祉と教育について必要

な指導を行い支援する子ども

相談センター(児童相談所)が

2カ所、児童自立支援施設が 1

カ所しかなく定員を超え、入所

児童自立支援施設については、12月 1日現在、定員を超える状況で

はありませんが、小舎制の施設という特性上、入所中の児童の状況（例

えば交友関係の深い児童が既に入所している、児童集団が安定してい

ないなど）により受入れが困難である場合は、他府県の児童自立支援

施設へ入所を依頼するなどの対応をしております。 

【こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課】 
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待機の子どもたちが多数存在

している。 

このことから、子ども相談

センター(児童相談所)と児童

自立支援施設を拡充すること。 

(16)教育費・医療費の完全無償

化 

経済的に困窮する家庭が増

加する中で、学校徴収金、積立

金等の納入が困難な家庭も増

加している。就学援助の認定も

厳格化されてきており、学校徴

収金等の教育費が家計をます

ます圧迫している。また、医療

費については、現行、1医療機

関での受診に、１回 500円 限

度額は月 1,000円で、それを超

えると無償となっているが、学

校での検診後、治療勧告書を保

護者に交付するが、経済的な事

情で子どもを医療機関で治療

させることができない保護者

が存在している。経済的に困窮

する家庭に生まれた児童生徒

は、安心して教育を受けること

ができず、保護者の所得格差が

そのまま子どもの教育格差、医

療格差につながっている。この

ことから、教育に関わるすべて

の費用と医療費を全額無償に

すること。 

経済的な理由により就学が困難と認められた保護者に対しまして

は、従来より、必要な費用を補助し、児童・生徒の就学の機会の確保

を図り、学校教育の円滑な実施に資するため、学校教育法第 19 条及

び学校保健安全法第 24 条に基づき、就学援助制度を実施しておりま

す。 

この間、経済的に困窮していることの公的証明を求めるなど審査の

厳格化を図ってまいりましたが、世帯の収入・所得のみならず、生計

を維持している方の疾病・死亡等の状況や、生計を一にする家族のた

めの多額の医療費等、様々な事情をきめ細やかに考慮し、審査を行っ

ているところでございます。 

厳しい財政状況のもとではありますが、真に援助を必要とする方の

就学の機会を確保するセーフティネットとして、今後とも持続可能な

制度として維持していけるよう努めてまいります。 

【教育委員会事務局 学校経営管理センター 事務管理担当】 

 

就学援助制度による医療費援助を、学校保健安全法第 24 条及び、

同施行令第 8条に基づき実施しております。 

【教育委員会事務局 教務部 学校保健担当】 

 

本市のこども医療費助成制度は、大阪府の補助制度に基づき実施し

ており、当初は、6 歳（小学校就学前）までの入院と 0 歳の通院につ

いて助成の対象としておりましたが、その後、順次対象年齢の拡充を

実施し、現在は 15 歳（中学校修了）までの入・通院にかかる医療費

を助成の対象としています。 

所得要件につきましては、平成 23年 11月診療分から、入院・通院

とも 0 歳から 2 歳（3 歳に到達する日の属する月の末日まで）の所得

制限を撤廃し、平成 27年 11月診療分からは、入・通院とも 3歳から

12 歳（小学校修了）までの所得制限をなくすとともに、12 歳（中学

校就学）から 15 歳（中学校修了）までの所得制限を児童手当の基準

と同額まで緩和しております。 

また、対象年齢を 18 歳（18 歳に達した日以後における最初の 3 月

末まで）とする拡充については、平成 29年 11月診療分からの実施を

めざしてシステム改修等、取り組んでいるところです。 

本市といたしましては、従前から大阪府市長会を通じて、国に対し

まして、国の制度として福祉医療費助成制度を創設されるよう要望を
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行うとともに、大阪府に対しても補助対象の拡充について要望してい

るところであり、今後とも引き続き要望していきたいと考えておりま

す。 

【こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課（医療助成）】 
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政策予算要請 用語集 
 

雇用・労働施策・ＷＬＢ・経済・産業施策・中小企業施策 

＊大阪雇用対策会議 

大阪府、大阪労働局、近畿経済産業局、大阪市、堺市、関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪

の 8者で構成し、大阪府域における雇用創出・確保と雇用失業情勢の改善を目的に、オール大阪で雇用

対策に取り組む枠組み。（国の緊急雇用対策に盛り込まれた「地域雇用戦略会議」に位置付けている） 

 

＊あるべき大阪労働モデル 

大阪で安心して働くことのできる旗印として、就業率・休暇取得率・生産性・男性の育児休業・最低

賃金・組合組織率などの数値目標を定めたもの。（例：2007年の「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・

バランス)〕憲章」の数値目標等を参考に定める） 

 

＊ＯＳＡＫＡしごとフィールド（エル・おおさか内） 

「ひと」と「企業」をつなぐ新しいタイプの就職支援施設。大阪府内で就職活動を行う若者、中高年、

障がい者、女性（働きたいママ）に就職支援を行うために大阪府が設置した施設で中小企業の人材確保・

育成支援等も行う。 

 

＊地方創生交付金事業 

平成 28 年度からの地方版総合戦略の本格的な推進に向け、地方創生の深化のための地方創生推進交

付金を創設。地方版総合戦略に基づく、自治体の自主的・ 主体的で先導的な事業。期待される効果と

して、地方における安定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、まちの活性化の実現に寄与する。 

 

＊ＵＩＪターン 

3 つの人口還流現象の総称。 Ｕターン現象: 地方から都市へ移住したあと、再び地方へ移住するこ

と。J ターン現象: 地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な都市へ移住すること。

Ｉターン現象: 地方から都市へ、または都市から地方へ移住すること。 

 

＊カイゼンスクール 

 中小企業など向けに生産性向上を指導する専門人材を育成するために。2015年から経済産業省が「も

のづくりカイゼン国民運動」としてバックアップしたことで全国に 10カ所以上の地域スクールが開校。 

 

＊ものづくりマイスター 

ものづくりに関して優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定・登録し、

これら「ものづくりマイスター」が技能競技大会の競技課題などを活用し、中小企業や学校などで若年

技能者への実践的な実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うもの。 

 

＊地域就労支援事業 

各市町村が地域にある様々な支援機関と連携し、働く意欲がありながら雇用や就労を実現できない
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方々（中途退学者や卒業後も未就職にある若年者、障がい者、母子家庭の母親、中高年齢者等）を支援

する事業。 

 

＊地域労働ネットワーク 

行政・労働者団体・使用者団体等の機関・団体が連携して、地域の労働に係わる課題や問題を解決し

ていくために、大阪府総合労働事務が事務局となり府内 7ブロックに「地域労働ネットワーク推進会議」

を設置し、合同企業面接会や説明会、労働問題や勤労者健康管理、ワーク・ライフ・バランスの啓発セ

ミナー等、幅広い労働関連事業を実施している。 

 

＊生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実

施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずるための根拠法。 

 

＊ホームレス自立支援特別措置法（時限法） 

国と地方自治体の責務として自立の意思のあるホームレスの自立の支援、ホームレスとなるおそれの

ある者が多数存在する地域への支援、その他ホームレスに関する問題の解決に取り組む（議員立法） 

 

＊雇用労働相談センター（関西圏国家戦略特区） 

国家戦略特別区域法に基づき設置。雇用条件の明確化を図ることで、個別労働関係紛争の未然防止や

予見可能性を向上させることを目的として、大阪に進出を考えているグローバル企業や創業を考えてい

るベンチャー企業等に対し窓口相談や個別訪問相談、弁護士相談等を実施する機関で、平成 27 年 1 月

7日にグランフロント大阪内にオープンした施設。 

 

＊ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議 

国は女性活躍推進法や女性活躍加速のための重点方針２０１５の策定など、国を挙げて女性活躍の動

きをさらに進めている。この機会をとらえ、女性が持てる能力を十分に発揮し、あらゆる分野で活躍で

きる社会の実現に向けて、オール大阪で女性の活躍推進の機運を盛り上げるために、平成 27 年 7 月に

「ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議」を新たに設置。 

（構成団体：大阪商工会議所・大阪府・大阪労働局・関西経済連合会・近畿経済産業局・連合大阪・

南大阪地域大学コンソーシアム）  

 

＊次世代育成支援対策推進法 

急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境

の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定

指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的

に推進する. 

 

＊特区（国家戦略特区の略） 

第二次安倍政権が進める新しい経済特別区域構想のことで、地域を限定した大胆な規制緩和や税制面

の優遇で民間投資を引き出し、“世界で一番ビジネスがしやすい環境”を創出するのが狙い。産業の国
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際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特区を突破口に、あらゆる岩

盤規制を打ち抜くことをめざす 

 

＊大阪府第三者管理協議会 

特定機関として外国人家事支援人材を受け入れようとする者が同項に基づく政令で定める基準に適

合していることの確認に関することや特定機関からの報告の受理及び聴取に関することなどを確認す

る機関。 

 

＊関西イノベーション国際戦略総合特区 

先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中する取り組み。総合特別区域法に

基づく国際戦略総合特区の指定申請を関西 3 府県（京都府・大阪府・兵庫県）・3 政令市（京都市・大

阪市・神戸市）共同で行い、2012 年 12月に国から指定を受けた特区。特に医療、エネルギー分野にお

いて、実用化、市場づくりをめざしたイノベーションを次々に生み出す仕組みをつくり、大阪・関西経

済の再生をめざす。 

 

＊ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪の略） 

大阪府がクリエイション・コア東大阪に開設した、府内全域の中小ものづくり企業のための「ものづ

くりの総合支援拠点」 

 

＊ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定の略） 

環太平洋地域の国々による経済の自由化を目的とした多角的な経済連携協定 (EPA) で米国の参加表

明によって 2010 年 3 月から拡大交渉会合が始まり、レベルの高い自由化を目指す包括的な協定になる

とされている。参加国は、オーストラリア・ブルネイ・カナダ・チリ・日本・マレーシア・メキシコ・

ニュージーランド・ペルー・シンガポール・アメリカ・ベトナムの 12ヵ国。 

 

＊完全累積制度 

ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、原産性を判断

する完全累積制度を採用。生産工程が複数国にまたがってもＴＰＰ参加12カ国内で生産された物品は「メイド・イ

ン・ＴＰＰ」と見なされ、関税優遇を受けられる。例えば、マレーシアで現地および各国から調達した部品で完成品を

組み立てて、米国に輸出する場合―。原産地規則が50％で、マレーシア製の部品が付加価値全体の25％にとどまってい

る完成品でも、日本やベトナムなどＴＰＰ参加国製の部品を加えて全体の50％以上に達していれば、ＴＰＰ域内産とし

て無税で輸出できる。 

 

＊総合評価入札制度 

「価格」のほかに「価格以外の要素（技術力）」を評価の対象に加えて、品質や施工方法等を総合的

に評価し、技術と価格の両面から見て最も優れた案を提示したものを落札者として決定する方式。大阪

府の本庁舎をはじめ府有施設における清掃等業務発注において、評価項目に障がい者や母子家庭の母の

雇用などの視点を盛り込んだ総合評価入札制度を 2003年度に全国初の取り組みとして導入した。 

 

＊公契約条例 
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地方自治体の条例の一つで、国や地方自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、地方

自治体が指定した賃金の支払いを確保させることを規定している。指定される賃金は、国の最低賃金法

に基づいて規定される最低賃金よりも高く設定されており、ワーキングプアに配慮した内容になってい

る。2009 年 9 月に千葉県野田市で初めて制定され、2010 年 2 月に施行された。2010 年 12 月に政令指

定都市としては神奈川県川崎市で初めて制定された。2014 年 7 月に都道府県としては奈良県で初めて

制定された。 

 

＊下請かけこみ寺 

下請取引の適正化を推進することを目的とし、国（中小企業庁）が全国 48 カ所に設置した無料相談

窓口のこと。相談対応のほか、弁護士による紛争解決、講習会事業も行う。 

 

＊下請二法 

下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法の二法のこと。 

下請代金支払遅延等防止法とは、下請代金の支払遅延等を防止することで、親事業者の下請事業者に

対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄

与することを目的としている。 

また下請中小企業振興法とは、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講じ、

下請関係を改善して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も

有効に発揮することができるよう下請中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与する

ことを目的としている。 

 

＊下請ガイドライン 

下請事業者の皆様方と親事業者との間で、適正な下請取引が行われるよう、国が策定したガイドライ

ンのこと。 

 

＊ＢＣＰ：Business Continuity Plan（事業継続計画） 

企業が事業継続に取り組むうえで基本となる計画のこと。災害や事故などの予期せぬ出来事の発生に

より、限られた経営資源で最低限の事業活動を継続、ないし目標復旧時間以内に再開できるようにする

ために、事前に策定される行動計画。 

 

 

福祉・医療・子育て支援、教育・人権・行財政改革施策 

＊地域包括ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。 

 

＊地域医療構想 

地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するため、地域の医療需要の将

来推計等を活用して、二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要量や、めざすべき医療提供体制を実現す

るための施策等をまとめた構想。 
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＜二次医療圏＞ 

圏域名 区 域 

豊 能 池田市、箕面市、豊中市、吹田市、豊能町、能勢町 

三 島 摂津市、茨木市、高槻市、島本町 

北河内 枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、四條畷市、交野市 

中河内 東大阪市、八尾市、柏原市 

南河内 
松原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、 

河南町、太子町、千早赤阪村 

堺 市 堺市 

泉 州 
和泉市、泉大津市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、 

阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 

大阪市 大阪市 

 

＊地域医療構想調整会議 

都道府県が、構想区域その他当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験

者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との間に設ける「協議の場」の名称。医療計

画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策等について協議する。 

 

＊健康寿命延伸プロジェクト事業 

健康上の問題がなく日常生活を普通に遅れる状態を指す。健康寿命と平均寿命の差は、介護など人の手

助けが必要となる可能性が高い期間の差となる。 

 

＊医療勤務環境改善支援センター 

医療従事者の確保を図るため、労務管理面やワーク・ライフ・バランスなどの幅広い観点を視野に入

れた勤務環境改善に向けた医療機関の取り組みを支援する中核的な拠点機関。医療機関からの相談対応、

情報提供、助言等、必要な支援を行う。 

 

＊(一社)大阪府私立病院協会 

大阪府内の私立病院を会員とし、地域の皆様の医療及び福祉の充実、向上を目指す。私立病院 435病

院のうち 318病院が会員。理事には、日本医師会、大阪府医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本

医療法人協会、日本慢性期医療協会などが参画。 

 

＊不育症 

妊娠はするものの、2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある場合を不育症とい

う。また、1人目を正常に分娩しても、2人目、3人目が続けて流産や死産になった際、続発性不育症

として検査をし、治療を行う場合がある。 

 

＊身元不明迷い人台帳 

大阪府内をはじめ全国の自治体で身元不明のまま保護されている方について、自治体からの届け出に基

づき警察において整備され、行方不明者を探している家族等が当該台帳を閲覧することにより、迷い人の

身元判明に資するもの。 
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＊子どもの生活に関する実態調査 

子どもの貧困対策の効果的な支援のあり方を検証するため、大阪市をはじめ府内 13 市町と連携し、

小学 5 年生及び中学 2 年生のいる約 8 万 6,000 世帯に実施。そのうち、大阪府は連携して調査を行う

13 市町以外にお住まいの世帯から 8,000 世帯を選び調査票を送付。実施市町により調査時期が異なる

が、6月下旬から 9月末まで実施される。 

 

＊子ども食堂 

民間発の取り組みで、貧困家庭や孤食の子どもに食事を提供し、安心して過ごせる場所として始まっ

た。最近では、対象を限定しない食堂が増えている。食堂という形を取らず、自宅以外で過ごす居場所

で食事を出しているところもある。 

 

＊地方創生枠奨学金 

政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2014 年 12 月 27 日閣議決定）には、「奨学金を活用し

た大学生等の地元定着や、地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・若者定着に向けた取組等を

推進する」ことが盛り込まれた。これを受けて都道府県では、地方経済の牽引役となる産業を決め、無

利子奨学金の地方創生枠への推薦を行うとともに、地元企業に就業した学生の奨学金の返還を支援する

ための基金を造成している。 

（2016 年度は、富山県、山口県、鳥取県、香川県、徳島県において地方創生枠を活用した奨学金の返

還支援制度を導入。） 

 

＊きまえ研修（“基本を出前研修”の略） 

労働者が安心して働くことができるよう、使用者が適切に職場をマネジメントすることができるよう、

大阪府総合労働事務所が、労働組合や中小企業、高等学校などが実施する労働法や労働問題に関する研

修に、無料で講師（労働相談担当職員）を派遣している。 

 

＊副首都推進本部 

本部長に大阪府知事、副本部長に大阪市長が就任し、「副首都」の必要性や意義、「副首都」にふさ

わしい都市機能や行政機能のあり方などについて、幅広く意見を聞きながら検討を深め、中長期的なビ

ジョンや取組み方向を明らかにする。 

 

 

環境・食料・消費者施策、社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策 

＊大阪府循環型社会推進計画 

 府民、事業者、行政が連携・協働し、めざすべき循環型社会を構築するために、大阪府が「大阪府循

環型社会形成推進条例」に基づく基本方針として 2016(平成 28)年 6 月に策定した計画。３Ｒ(Reduce

〔リデュース〕・Reuse〔リユース〕・Recycle〔リサイクル〕)の進捗状況を総合的に表す目標や、府民・

事業者・市町村といった各主体が取り組みの成果を実感できる大阪府独自の指標を新たに設定している。

また、廃棄物処理法に規定された、非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する事項も含まれてい

る。 

 

＊フードバンク 

食品関連企業から品質に問題のない食料品を無償で譲りうけ、「生活弱者」を支援する施設や団体に

無償提供する。 
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＊6次産業 

農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を表す造語で、

経営の多角化を指す。第一次産業の 1と第二次産業の 2、第三次産業の 3を足し算すると「6」になる

こと、各産業の単なる寄せ集め(足し算)ではなく、有機的・総合的結合を図る掛け算（1×2×3＝6）で

あるとも言われている。 

 

＊大阪産(もん)6 次産業化サポートセンター 

 大阪府が 2015年 4月 28日に「地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所」内に開設した、

6次産業化に取り組む農林漁業者等の総合的な支援を行うサポートセンター。6次産業化に関する相談

を受け、必要に応じて中小企業診断士やデザイナーなどの専門家を派遣したり、研修会や異業種事業者

等との交流会の開催、関係者のネットワーク構築などを行う。 

 

＊森林環境税 

 大阪府での森林保全対策を緊急かつ集中的に実施するため、大阪府が 2016 年度から導入した税。個

人府民税を納める人が年額 300 円納めるもので、2019 年度まで 4 年間徴収される。納められた森林環

境税は、流木・倒木対策や持続的な森作りの推進、地域の森づくりをけん引する森林経営リーダーや府

内産材コーディネーターの人材育成、子育て施設の内装木質化の促進などに活用される予定。 

 

＊大阪府木材利用基本方針 

国の「森林・林業再生プラン」（2009 年 12 月 25 日公表）で、2020 年までに木材自給率を 50％以上

にするという目標が掲げられ、これを受け「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が

施行され、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が示された。大阪府では、2003

年 3 月に「大阪府木材利用推進指針」を策定していたが、上記法律などの施行に合わせて、「大阪府木

材利用基本方針」を新たに定めた。本方針では、木材利用を通じた循環型社会の実現に資することを目

的とし、木材利用の推進のための基本的な事項を定めている。 

 

＊特定空き家 

 2015年 5月に全面施行された「空き家対策特別措置法」により、市町村から指導・勧告・命令を受

けることになる空き家のことを言う。特定空き家の定義は、①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態、②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適

切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態、のいずれかに該当するものとなっている。 

 

＊シビル・ミニマム（生活基盤最低保障基準） 

 地方自治体が住民のために備えなければならない、最低限の生活環境基準。 

 

＊交通政策基本法 

交通に対する基本的なニーズの充足、交通の機能の確保および向上、交通による環境への負荷の低減、

交通の適切な役割分担および有機的かつ効率的な連携、連携による施策の推進、交通の安全の確保など、

交通に関する基本理念を定めた法律。2013年 12月 4日施行。 

 

＊大阪府自転車条例 
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 自転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、関係者が一丸となって促進するために制定された条例。

施行日は 2016年 4月 1日（保険に関する項目の規定は 2016年 7月 1日施行）。「自転車保険の加入義務

化」や「交通安全教育の充実」、「自転車の安全利用」、「交通ルール・マナーの向上」などが定められて

いる。 

 

＊大阪府都市基盤施設長寿命化計画 

 都市基盤施設の老朽化に効率的・効果的に対応するために 2015年 3月に策定されたもの。道路、河

川、港湾、公園、下水道などの「効率的・効果的な維持管理の推進」や「持続可能な維持管理の仕組み

の構築」に向け、今後 10年を見通した「基本方針」と分野・施設ごとの対応方針を定めた「行動計画」

で構成されている。 

 

＊ＩＣＴ（Information and Communication Technology） 

 情報・通信に関わる技術の総称。ＩＴとほぼ同義だが、ＩＣＴはより情報通信技術のコミュニケーシ

ョン性を強調しており、ネットワーク通信による情報・知識の共有を念頭に置いた表現。 

 

＊避難行動要支援者 

 2013年 6月に災害対策基本法が改正されてから使用されるようになった言葉。高齢者、障がい者、

乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」と言い、そのうち、災害発災時、又は災害が発生す

るおそれがある場合に、自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、

特に支援を要するものを「避難行動要支援者」と言う。 

 

 


